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第 ６ 回   熊本県議会  決算特別委員会会議記録 

 

平成27年10月23日(金曜日) 

            午前９時58分開議 

            午前11時15分休憩 

            午前11時22分開議

            午前11時56分休憩 

            午後１時１分開議

            午後２時41分休憩 

            午後２時45分開議

            午後２時47分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第30号 平成26年度熊本県一般会計歳

入歳出決算の認定について 

 議案第34号 平成26年度熊本県立高等学校

実習資金特別会計歳入歳出決算の認定

について 

 議案第37号 平成26年度熊本県育英資金等

貸与特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

議案第46号 平成26年度熊本県病院事業会

計決算の認定について 

議案第47号 平成26年度熊本県電気事業会

計中小水力発電開発改良積立金の目的外

使用及び決算の認定について 

議案第48号 平成26年度熊本県工業用水道

事業会計決算の認定について 

議案第49号 平成26年度熊本県有料駐車場

事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いて 

――――――――――――――― 

出席委員(11人) 

     委 員 長 吉 永 和 世 

        副委員長 渕 上 陽 一 

        委  員 山 本 秀 久 

        委  員 藤 川 隆 夫 

        委  員 荒 木 章 博 

        委  員 坂 田 孝 志 

        委  員 髙 木 健 次 

        委  員 緒 方 勇 二 

        委  員 前 田 憲 秀 

        委  員  田 大 造 

        委  員 山 本 伸 裕 

欠席委員(１人)  

        委  員 浦 田 祐三子 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

企業局 

局長 五 嶋 道 也 

   次長兼総務経営課長 福 島   裕 

        工務課長 武 田 裕 之 

    発電総合管理所長 中 村 公 昭 

病院局 

病院事業管理者 河 野   靖 

      総務経営課長 清 原 一 彦 

    首席審議員兼院長 濵 元 純 一 

教育委員会 

         教育長 田 崎 龍 一 

教育理事 金 子 徳 政 

総括審議員兼教育指導局長 上 川 幸 俊 

教育総務局長 吉 田 勝 也 

教育政策課長 田 村 真 一 

学校人事課長 國 武 愼一郎 

社会教育課長 河 村 雅 之 

文化課長 手 島 伸 介 

        施設課長 西 川 哲 治 

      高校教育課長 越 猪 浩 樹 

政策監兼高校整備推進室長 手 島 和 生 

義務教育課長 浦 川 健一郎 

特別支援教育課長 栗 原 和 弘 

人権同和教育課長 古 澤 広 義 

体育保健課長 平 田 浩 一 

 人事委員会事務局 



第６回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成27年10月23日) 

 

 - 2 - 

         局 長 宮 尾   尚 

    首席審議員兼総務課長  吉 富   寛 

              公務員課長 井 上 知 行 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 小 夏   香 

       議事課主幹 黒 岩 雅 樹 

議事課主幹 槇 原 俊 郎 

――――――――――――――― 

午前９時58分開会 

○吉永和世委員長 それでは、ただいまから

第６回決算特別委員会を開会いたします。 

 本日は、午前に企業局、病院局の審査を行

い、午後から教育委員会と人事委員会事務局

の審査を行うこととしております。 

 それでは、まず企業局の審査を行います。 

 執行部の説明を求めた後に質疑を受けたい

と思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のままで簡潔にお願いしま

す。 

 それでは、企業局長から決算概要の説明を

お願いします。 

 五嶋企業局長、よろしくお願いします。 

 

○五嶋企業局長 平成26年度決算の御説明に

先立ちまして、前年度の決算特別委員会にお

いて御指摘のありました「施策推進上改善ま

たは検討を要する事項等」のうち、企業局関

係につきまして、その後の措置状況を御報告

いたします。 

 企業局の個別事項としまして、報告第４の

16、有明工業用水道は、依然として多量の未

利用水を抱え、厳しい経営状況が続いてお

り、地元の市町や庁内関係部局とも一層の連

携を図り、着実な経営改善に努めること、と

いう御指摘がございます。 

 未利用水の活用に向けましては、有明工水

利用開拓推進会議を設置し、商工観光労働部

はもとより、地元市町と連携した工業用水を

利用する企業の誘致活動に努めております。

さらに、日々の経営努力として、地元の企業

を訪問し、新規供給や増量に向けた営業活動

を行っております。 

 依然、未利用水を抜本的に解消するには至

りませんが、平成26年度から現在までに、２

社の新規及び増量の給水開始ができました。

一方で、水利用が減尐した１社の減量もあ

り、差し引き１日当たり170立米の給水増加

とすることができました。 

 また、平成28年度には、荒尾産業団地に建

設中のバイオマス発電所に、１日当たり700

立米の新規給水を始める予定であり、一定の

経営改善につながるものと考えております。 

 続きまして、平成26年度の電気事業、工業

用水道事業、有料駐車場事業の３事業会計の

決算の概要について御説明申し上げます。 

 まず、電気事業でございますが、収入は14

億7,000万円余、支出は15億2,300万円余で、

差し引き5,300万円余の純損失となりまし

た。前年度の１億3,800万円余の純損失と比

較して8,500万円余の減尐となっております

が、これは主にダムゲートの売却数量の減な

どの荒瀬ダム関連費用が減尐したことによる

ものでございます。 

 なお、荒瀬ダム関連費用等特別損失を除い

た経常収支におきましては、１億7,500万円

余の利益を計上しており、荒瀬ダム撤去資金

の確保につながっております。 

 次に、工業用水道事業でございますが、有

明、八代、苓北の３工業用水道事業合計で、

収入11億3,400万円余、支出10億5,900万円余

で、差し引き7,400万円余の利益を計上して

おります。これは会計制度の改正、中でも一

般会計補助等で取得した資産について、補助

金相当額を収益化することになったことが大

きく影響しているところです。 

 ３工業用水道事業を個別に見てみますと、

八代は4,300万円余、苓北は１億2,100万円余

の利益を確保しましたが、有明につきまして
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は8,900万円余の赤字となっております。 

 有明、八代については、依然として多量の

未利用水を抱え厳しい経常状況となってお

り、工業用水道事業の平成26年度末累積欠損

金は48億8,000万円余になっているところで

す。 

 最後に、有料駐車場事業でございますが、

収入１億1,900万円余、支出7,200万円余で、

差し引き4,700万円余の純利益になりまし

た。 

 県営有料駐車場は熊本市中心部に位置し、

24時間営業の駐車場として利用者に定着して

おり、毎年度黒字を維持している中、昨年度

の駐車台数は、前年度に比べまして３％以上

増加となっております。 

 以上が決算の概要ですが、詳細につきまし

ては次長から説明いたしますので、御審議の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

 

○吉永和世委員長 次に、監査委員から決算

審査意見の概要説明をお願いします。 

 

○松見監査委員 それでは、企業局の決算審

査結果につきまして、要約して御説明申し上

げます。 

 お手元の電気事業会計等企業局の決算審査

意見書、それの１ページをお願いいたしま

す。 

 １ページの第２、審査の結果でございます

が、全ての事業につきまして審査に付された

決算諸表は、経営成績等を適正に表示してお

り、またおおむね適切に運営されておりま

す。 

 次に、尐し飛びますけれども、８ページを

お開きください。 

 ８ページ、第３の審査意見でございます

が、１の電気事業におきましては、5,300万

円の純損失となりましたけれども、荒瀬ダム

撤去関連経費等を除きますと、１億7,600万

円の純利益が出ております。 

 今後の課題でございますが、老朽化が進む

主力発電所のリニューアル工事の本格化、こ

れが経営に与える影響等を十分注視するとと

もに、平成28年度から実施されることになっ

ております小売り参入全面自由化、売電価格

算定根拠、いわゆる卸規制の撤廃等、本格的

な電力システム改革にも適切に対応していく

必要がございます。 

 また、荒瀬ダム撤去に要します財政資金に

つきましては、今後とも撤去コストの縮減を

初め、企業局全体でのさらなる経営努力によ

り確保を図るとともに、国の支援が継続する

よう求めていく必要がございます。 

 なお、風力発電につきましては、風況に恵

まれなかったこと、また故障等によりまして

停止する日数が増加したことが影響し、決算

では目標供給電力量を１割程度下回りまし

た。今後、さらに風況に合わせた運転方法等

の改善などによりまして、供給電力量の確保

に努める必要がございます。 

 ２の工業用水道事業につきましては、八代

及び有明の両工業用水におきまして、多くの

未利用水を依然として抱えております。決算

状況も、有明工業用水道事業におきまして

は、竜門ダム関連費用の負担が大きくて

9,000万円の経常損失を計上し、全体での累

積欠損金は48億9,000万円となっておりま

す。 

 今後とも国に対しまして、竜門ダム関係諸

費の負担軽減の要望を継続的に行いますとと

もに、企業立地部門や関係市町と連携し、多

角的な視点から工業用水需要の拡大に努めて

いく必要がございます。 

 次に、３の有料駐車場事業におきまして

は、利用台数が平成24年度以降増加に転じて

おりまして、純利益は4,700万円を計上し、

経常利益率44.8％と経営状況は極めて良好で

ございます。引き続き、県民が利用しやすい

駐車場として、一層のサービス向上を図って

いく必要がございます。 
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 なお、指定管理者制度を平成28年度実施に

向けて検討されておりますけれども、県民サ

ービスの向上のため、十分その活用を図って

いっていただきたいと思っております。 

 簡単ですが、説明は以上でございます。 

 

○吉永和世委員長 次に、企業局次長から決

算資料の説明をお願いします。 

 

○福島企業局次長 まず、定期監査の結果に

つきましては、企業局は指摘事項はございま

せん。 

 次に、監査委員からありました決算審査意

見について、その取り組み状況を御説明いた

します。 

 １点目の電気事業会計につきましては、ま

ず、老朽化が進む主力発電所のリニューアル

工事の本格化が経営に与える影響等を十分注

視するとともに、平成28年度から実施される

小売参入全面自由化、売電価格算定根拠（卸

規制）の撤廃等、本格的な電力システム改革

にも適切に対応し、次年度以降も引き続き純

利益の確保のため経費節減を含む経営努力が

必要である。 

 また、荒瀬ダム撤去資金については、国の

交付金や内部留保資金等によりおおむね確保

されつつあるが、今後、撤去コストの縮減を

はじめ、企業局全体で更なる経営努力等によ

り確保を図るとともに、国の支援が継続する

よう求めていく必要がある。 

 最後に、風力発電については、風況に応じ

て一定の運転ができるように改善はしている

ものの、風況に恵まれなかったこと、また故

障等により停止する日数が増加したこと等が

影響し、今期は目標供給電力量を１割程度下

回っている。今後、更に、風況に合わせた運

転方法の改善等により供給電力量の確保に努

める必要がある、以上、３点の御意見をいた

だいております。 

 広く、発電所のリニューアル工事につきま

しては、本年度水車発電電気更新工事を発注

しますともに、関連施設の調査等を進めてお

ります。工事は多額の費用が発生しますとと

もに、現地工事期間は長期間発電を停止する

ことから、収入が大きく減尐いたします。こ

れらの収支変動につきましては、更新後の固

定価格買取制度への移行による収入増で対応

できるものと見込んでおりますが、さらに効

率的な工事の実施に努め、完成に向けて事業

遂行を進めてまいります。 

 また、電力システムの改革への対応につき

ましては、局内のワーキンググループで準備

を進めておりますとともに、来年度以降の売

電価格につきまして、九州で電気事業を実施

しております４県で連携しまして、協議を進

めているところでございます。 

 次に、荒瀬ダム撤去についてでございます

が、全国初の本格的なコンクリートダム撤去

で、また河川内の難工事であり、引き続き安

全や環境に配慮して着実に実施してまいりま

す。また、撤去資金につきましては、今後も

引き続き経費縮減に努めますとともに、国へ

の継続的な支援を要請してまいります。 

 阿蘇車帰風力発電所につきましては、事業

開始後と比べ発電量は増加傾向となっており

ますが、昨年度は風況に恵まれなかったこと

などによりまして、目標供給電力量を下回る

結果となりました。今後も引き続き保守点検

を強化し、発電機のトラブル防止に十分配慮

しながら、さらに風況に合わせた運転方法の

改善等の検討を続け、供給電力量の増加に努

めてまいります。 

 ２点目の工業用水道事業会計につきまして

は、まず、有明及び八代の両工業用水におい

ては、昨年度と比較すると企業の設備増強等

により若干、契約水量、基本使用水量が増え

たものの、依然、多くの未利用水を抱えてい

る。現状の経済情勢では大量の水を使用する

企業の立地の可能性は低く、また、既存の企

業の使用水量も増えない傾向にある。 
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 このように、工業用水道事業の経営環境

は、引き続き厳しい状況が続いていることか

ら、企業立地部門や関係市町と連携し、多角

的な視点から、工業用水需要の拡大に努めて

いく必要がある。 

 また、有明工業用水道事業については、引

き続き国に対して、竜門ダム関連費用の負担

軽減の要望を行うとともに、経営再建計画の

着実な推進に努めていく必要がある、以上、

２点につきまして御意見をいただいておりま

す。 

 御指摘のとおり、有明及び八代の両工業用

水道事業は、多くの未利用水を抱えておりま

す。厳しい経営状況が続いております。工業

用水の需要開拓につきましては、局長の概要

説明で説明しましたとおり、有明工業用水道

におきまして、来年度からバイオマス発電所

への新規給水を始める予定であり、配管工事

もほぼ完了しております。 

 しかし、依然として多量の未利用水を抱え

ており、今後も引き続き未利用水の解消に向

け、工業用水以外の分野での活用も含め、幅

広く可能性を探ってまいります。 

 また、有明工業用水道事業につきまして

は、竜門ダムの建設負担金等により多額の欠

損金を計上しております。このような状況を

踏まえまして、これまでも経営改善に向けて

関係省庁への働きかけを行ってきておりま

す。 

 平成26年３月には、有明工業用水道事業の

設備更新及び八代工業用水道事業の導水管耐

震化工事に対しまして、国の経済対策に伴う

補助金が採択されました。 

 本年度、国の施策等に関する提案におきま

して、工業用水道施設の更新、耐震化事業へ

の補助などを要望しているところであり、今

後も引き続き粘り強く国へ支援を求めてまい

ります。 

 ３点目の有料駐車場事業会計につきまして

は、良好な経営状況を保っているが、引き続

き、定期駐車や提携先などの需要を開拓し、

安定した利用台数の確保に努めるとともに、

県民が利用しやすい駐車場として一層のサー

ビス向上を図っていく必要がある。 

指定管理者制度を平成28年度実施に向け検

討されているが、上記の目的を達成するため

十分その活用を図られたい、との御意見をい

ただいております。 

 有料駐車場事業につきましては、昨年度の

熊本城マラソンにおいて、県営有料駐車場の

１階から３階の駐車スペースを、参加者の休

憩場所や大会公式選手の更衣所として開放す

るなど、地域貢献やＰＲ活動などに努めてお

り、平成26年度も普通駐車や定期駐車ともに

前年度をさらに上回り、今年度も前年度を上

回る利用が続いております。 

 また、今年度指定管理者の選定作業を進め

ておりますが、外部有識者委員による選考委

員会の意見を経て、指定管理候補者を選定

し、12月県議会に指定議案を提案することと

しております。よろしくお願いいたします。 

 決算審査につきましては以上でございま

す。 

 次に、平成26年度公営企業３事業の決算概

要につきまして、お手元の平成27年度決算特

別委員会説明資料により御説明いたします。 

 １ページの電気事業会計をお願いいたしま

す。 

  施設の概要でございますが、水力発電所に

つきましては、昭和35年に運転を開始しまし

た市房第一発電所から、平成13年度に運転開

始しました緑川第三発電所までの７つの発電

所を運営しております。 

 水力発電の最大出力合計は、上の表の２段

目の右側をごらんください。５万4,200キロ

ワットで、これにその右側の平成17年10月か

ら運転を開始しました阿蘇車帰の風力発電の

最大出力1,500キロワットを合わせますと、

最大出力合計５万5,700キロワットの事業規

模となっております。 
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 次に、発電量でございます。同じ表の下の

ほう、平成26年度と記載された右側をごらん

ください。水力発電の平成26年度の目標供給

電力量約１億5,900万キロワットアワーに対

し供給実績は約１億5,300万キロワットアワ

ーで、達成率は96％でした。これは緑川第一

発電所のスラスト輸送冷却管損傷等により、

長期間の発電停止が生じたことによるもので

ございます。 

 また、風力発電はその右側をごらんくださ

い。供給実績は約190万キロワットアワー

で、前年度の77.9％となっております。 

 次に、２の電力料金の契約状況及び料金収

入実績でございますが、九州電力と電力需給

契約を２年ごとに改定しておりますが、市房

第一から笠振の５つの発電所の合計で12億

5,400万円余、平成25年度から固定買取制度

に移行しております菊鹿と緑川第三の２つの

水力発電所がそれぞれ7,000万円余、4,200万

円余となっております。表には記載しており

ませんが、合計で13億6,800万円余となって

おり、これは平成25年の13億1,800万円余と

比較しますと、約4,900万円の増となってお

ります。 

 なお、水力発電所の契約料金の１キロワッ

トアワー相当の契約料金は、市房第一から笠

振の５つの発電所につきましては、左側の表

に示しております8.14円ですが、固定価格買

取制度に移行しました２つの水力発電所の売

電単価は、その右の表に書いてありますとお

り、菊鹿発電所が25.39円、緑川第三発電所

が27.14円となっております。 

 また、風力発電所につきましては、平成26

年度の料金収入実績は3,600万円余となって

おり、平成25年度の4,600万円余と比較しま

すと1,000万円余の減となっております。 

 なお、風力発電につきましては、平成24年

12月から固定価格買取制度に移行しており、

売電単価は１キロワットアワー当たり19.03

円の売電価格となっております。 

 資料の２ページをお願いいたします。 

 平成26年度の決算からは、新会計制度によ

る決算となっております。新会計制度は、現

行の企業会計原則の考え方を最大限取り入れ

たものとすること、次に、地方公営企業の特

性等を適切に勘案するなどを配慮されたもの

となっております。 

 本県企業局の会計に大きな影響を与えるも

のは、補助金等で取得しました資産の現在価

格を適正に決算書へ掲示することに伴います

減価償却方法の変更、並びに資本の考え方の

変更に伴う企業債、補助金の表示位置の変更

等があります。 

 このことによって、収益、費用の額や負債

と資本に増減が発生することとなりました。

ただし、事業そのものに大きな動きはありま

せんので、実質的な収支に変動はございませ

ん。 

 まず、(1)の収益的収支でございますが、

収入が14億7,000万円余、支出が15億2,300万

円余で、差し引き5,300万円余の損失を生じ

ております。これを25年度と比較しますと、

8,500万円余の損失の減尐となっておりま

す。 

 収入におきましては、電力料が3,900万円

余の増収となり、公営企業会計基準の見直し

による補助金等により取得した資産の評価方

法が変更され、資本に計上されていた補助金

等を収益化することになったことから、収入

全体では25年度から約6,500万円の増収とな

っております。 

 一方、支出におきましては、職員給与や修

繕費が減尐しましたが、そのほか各種引当金

の義務化等により経費がふえたことから、営

業費用全体では約8,200万円の増となってお

ります。 

 また、特別損失につきましては、荒瀬ダム

撤去事業費や固定資産除却損が減尐したこと

から約9,800万円の減となっており、その結

果、支出全体では約2,000万円の減となって
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おります。 

 ３ページをお願いいたします。 

 (2)の欠損金処理計算書案ですが、平成26

年度末の未処理欠損金5,300万円余について

は、任意積立金である中小水力発電開発改良

積立金を取り崩すことで、欠損金の処理をし

たいと考えております。 

 この結果、(3)積立金及び留保資金残高一

覧表のとおりとなり、内部留保金は49億

8,700万円余になります。なお、特定目的の

積立金の目的外使用につきましては、地方公

営企業法施行例第24条第２項の規定に基づき

まして、議会の議決事項となっております。 

 次に、(4)資本的収支でございますが、資

本的支出は、建設改良費が荒瀬ダム関連費用

として９億8,300万円余、その他として水力

発電所の設備費用に１億8,100万円余、計11

億6,500万円余となっております。 

 また、企業債償還金が１億2,800万円余、

工業用水道事業会計への貸付金が２億6,500

万円余で、合計15億5,900万円余となってお

ります。 

 資本的収入は、荒瀬ダムの土砂吐きゲート

等の固定資産売却代金が790万円余、工業用

水道事業会計からの返還金が３億6,500万円

余、荒瀬ダム関連交付金が４億7,400万円余

の合計８億4,800万円余となっております。

不足します７億1,100万円余は、過年度分損

益勘定留保資金及び当年度及び過年度消費税

資本的収支調整額で補填しております。 

 なお、過年度分損益勘定留保資金は、減価

償却のように収益的収支において、現金の支

出を必要としないものを費用として計上する

ことによりまして留保されている資金でござ

いまして、過年度分と当該年度分がございま

す。今回の補塡には過年度分を充てることと

しております。 

 さらに、当年度及び過年度消費税及び地方

消費税資本的収支調整額は、既に資本的収支

で支払っておりました消費税及び地方消費税

の還付分を補塡に充てるものでございます。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 施設概要でございますが、有明工業用水道

が昭和50年、八代工業用水道が昭和52年、苓

北工業用水道が平成５年に営業を開始し、給

水能力は３事業合わせまして、１日当たり６

万8,360立米となっております。 

 次に、２の利用状況でございます。 

 有明工業用水道が、不二ライトメタル株式

会社、ジャパンマリンユナイテッド株式会社

有明事業所など11社に、また八代工業用水道

が、ＹＫＫＡＰ株式会社九州事業所、ヤマハ

熊本プロダクツ株式会社など25社に、苓北工

業用水道が、九州電力株式会社苓北発電所な

ど２社に給水しております。 

 特に、有明工業用水道及び八代工業用水道

の契約率は、それぞれ40.1％、34.2％であ

り、施設利用率ではそれぞれ27.3％、25.3％

と多くの未利用水を抱えておりまして、引き

続き需要開拓に努めてまいります。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 平成26年度決算状況でございます。 

 (1)の収益的収支でございますが、収入は

11億3,400万円余、支出は10億5,900万円余

で、差し引き7,400万円余の純利益となって

おります。これは地方公営企業会計制度の見

直しに伴いまして、営業外収益に国庫補助金

や一般会計補助金等の当該年度減価償却費相

当額が長期前受金戻入として計上され、収益

化したことによるものでございます。 

 なお、有明工業用水におきましては、依然

としてダム使用権に係る減価償却費やダム管

理費分担金等の竜門ダムの関係経費の負担が

大きく、損失決算となっております。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

 (2)の欠損金の状況でございます。累積欠

損金の事業別内訳です。 

  平成26年度末で、苓北工業用水は７億

5,300万円余の利益の蓄積がありますもの

の、有明工業用水、八代工業用水は、それぞ
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れ42億800万円余、14億3,300万円余の累積欠

損金があることから、工業用水道事業全体で

は48億8,800万円余の累積欠損金を抱えてい

るところでございます。 

 次に、資本的収支でございます。 

 資本的支出は、建設改良費８億7,500万円

余、企業債償還金３億9,000万円余、電気事

業会計及び一般会計への借入金償還金３億

7,700万円余など、合計17億1,400万円余とな

っております。 

 資本的収入は、長期借入金、一般会計補助

金等で14億3,500万円余となっております。 

 不足します２億7,900万円余は、過年度分

損益勘定留保資金及び当年度及び過年度消費

税資本的収支調整金で補塡しております。 

 ７ページの有料駐車場事業会計をお願いい

たします。 

 １の施設概要でございますが、有料駐車場

事業は、熊本市中央区安政町の県営有料駐車

場が、収容台数298台、熊本市中央区新屋敷

の月決めの県営第二有料駐車場が、収容台数

37台の合計335台の事業規模で運営しており

ます。 

 次に、２の駐車台数及び料金収入の実績で

ございますが、普通駐車の平成26年度の利用

台数は10万9,000台余で、前年度実績を2,000

台余上回っているものの、料金収入は120万

円余下回っております。これは端数処理の関

係で、消費税増税分を普通駐車料金に転嫁で

きなかったことによるものでございます。 

 また、定期駐車の利用台数は７万9,000台

余で、前年度を4,400台余上回るとともに、

料金収入も120万円ほど上回っております。 

 全体的には、利用台数が近年は減尐傾向に

ありましたが、普通駐車が23年度以降平成26

年度の対前年度比増加となっており、減尐傾

向は歯どめがかかっている状況となっており

ます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 平成26年度決算の状況でございます。 

 (1)の収益的収支でございますが、収入が

１億1,900万円余、支出は7,200万円余で、

4,700万円余の純利益となっております。 

 ９ページをお願いいたします。 

 (2)剰余金処分計算書案でございますが、

地方公営企業法第32条第２項の規定に基づ

き、議会の議決を得るものでございます。 

 平成26年度未処分利益剰余金5,169万1,000

円余を、処分案に示してありますように

1,000円未満を除き、建設改良積立金に積み

立てることで処分したいと考えております。

この処分案を御承認いただきますと、(3)の

積立金及び留保資金残高一覧のとおりとな

り、内部留保金は９億4,000万円余となりま

す。 

 次に、資本的収支でございますが、資本的

収支は建設改良費80万円余となっておりま

す。資本的収入はございませんので、80万円

余は過年度分損益勘定留保資金及び当該年度

消費税資本的収支調整額で補塡しておりま

す。 

 以上が平成26年度決算の概要でございま

す。よろしく御審議のほどお願いいたしま

す。 

 

○吉永和世委員長 以上で企業局の説明が終

わりましたので、これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。 

 

○前田憲秀委員 説明ありがとうございまし

た。説明いただいた１ページの風力発電につ

いてちょっとお尋ねをしたいんですけど、車

帰の収入が前年度より1,000万ほどマイナス

ということだったんですが、これは固定資産

の買い取り価格、そういうのが影響してのこ

となんでしょうか、そこをちょっとお尋ねし

ます。 

 

○福島企業局次長 この減尐につきまして

は、先ほど御説明しました風況が前年よりも
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発電には向かなかったこと、及び若干機械ト

ラブルがありまして、発電休止する期間がご

ざいましたことによる減尐でございます。 

 

○前田憲秀委員 飛行機で熊本に帰ってくる

ときによく風力発電を見るんですけど、確か

に俵山のほうはがんがん回っているんですけ

ど、こっちは回っていない、そのとおりなん

ですね。風、風況が悪いということなんです

ね。 

 

○福島企業局次長 委員おっしゃるとおり、

若干地形の問題もございまして、俵山のほう

とはちょっと風況が違っておりますし、切り

立ったところにあるもんですから、何といい

ますか、突発的な風が吹いたりして機械のト

ラブルを招くこともございます。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 わかりました。風力発電の

設備自体は耐用年数もそんなに長くなくて、

また機械の更新なんかも非常にタイミング的

にはいろいろ検討も必要なこともあるんじゃ

ないかなと思いますので、そこは慎重にやっ

ていただきたいと思います。 

 あと１点いいですか。 

 

○吉永和世委員長 どうぞ。 

 

○前田憲秀委員 駐車場の件でお尋ねをした

いんですけど、７ページで２番のところの収

入の御説明であった普通駐車の減尐額のとこ

ろを、もう１回御説明いただいていいです

か。消費税でうんぬんかなんかの御説明があ

りましたですか。 

 

○福島企業局次長 普通駐車の平成26年度の

利用台数が下回ってるので、料金収入が120

万円余下回っておりますのは、端数処理の関

係で、消費税増税分を普通駐車料金に転嫁で

きなかったことによるものでございます。若

干の端数の関係でちょっと転嫁できない分が

あったということでございます。台数は全体

的には増加傾向にあっていたものです。 

 

○前田憲秀委員 それは税込みでしているか

ら、消費税の分は多く差し引かないといけな

いということなんですね。 

 

○福島企業局次長 駐車料金は10円単位とい

いますか、丸くする必要ございますので、上

に丸めればふえることになりますし、下に丸

めればちょっと減ることになりますけども、

県民サービスのこともございまして、８％と

いう中途半端な数字といいますか、の関係で

端数が出るもんですから、下のほうに丸めた

ということになります。また、今度10％にな

れば、そこで料金改定を行うことになろうか

と思います。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 済みません。私が聞いてい

るのは、台数がふえているのに端数では減っ

ているというのは、いわゆる今まで税込み

で、５％の消費税を消費税の収入とする、そ

れも８％と計算するから実質の取り分が尐な

くなったという意味なんですかね。 

 

○五嶋企業局長 駐車場の料金の場合は、当

然消費税込みで収入いたします。この決算の

場合は、消費税分は支払った後ですので、そ

の分が料金から抜けております。だから、結

果的に消費税分を今まで５％で納めていたの

が、８％分納める形になりますので、料金収

入は仮にイコールだとすれば、その分何とい

いますか、いただく料金は一緒であっても、

企業局に残る金はその分減るということにな

ります。その関係で、台数はふえたんだけ

ど、料金収入は減りましたということでござ

います。 
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○前田憲秀委員 ですから私が言ったとおり

ですよね。ということですよね。駐車場に関

係して、先ほど監査委員のお話もあったんで

すけど、指定管理者に移行ということで、非

常にこの駐車場の決算状況を見れば、優良企

業の数字じゃないかなと思うんですね。留保

金の金額がそのまんま残っている状態ですの

で、さまざまこれから議論もあるんでしょう

けども、ほかの指定管理と同じようなイメー

ジで考えていいんですかね、その県営という

のが残るとか、そういったところまでは何か

あるんでしょうか。 

 私が言いたいのは、指定管理者にして県と

してメリットがきちんと残るのかということ

ですね。今の状態で十分利益が出ている、企

業局の中でも利益も大事なものじゃないのか

なと思うんですけども。 

 

○福島企業局次長 委員御指摘のありました

駐車場につきましては、指定管理者導入後も

県営駐車場という名称のまま残ります。指定

管理者にではなぜするのかというのは、監査

委員のほうからの指摘にもございましたけど

も、民間の経営ノウハウ、駐車場の経営ノウ

ハウを導入することによりまして、県民の利

用のサービスの向上を図ることが主な目的で

ございます。 

 正直今のままでも利益が上がっているから

いいんじゃないかというのはありますけど

も、県でするよりも、実際民間でやっておら

れる事業者の方に指定管理となって運営して

もらうことにより、先ほど言いましたサービ

ス向上を一番の目的としております。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございます。そ

こら辺の議論は私も十分理解しておりますの

で、指定管理者にいったからといって、今ま

での収益構造というか県としての利益が損な

われるようなことがないように、十分にそこ

は議論をして指定管理者への移行の話し合い

を進めていただきたいなというふうに、要望

させていただきます。 

 以上です。 

 

○吉永和世委員長 今のは大事な部分だと思

いますので、収入が減らないようにしっかり

とやっていただきたいと思います。ほかに。 

 

○坂田孝志委員 よろしいですか。今消費税

の話出ましたけど、初歩的なことで、法人で

あって、法人事業だとか、そういう税金はか

かるわけですか。公営企業だからかからない

のかなと思ったんですが、お願いします。 

 

○福島企業局次長 公営企業といいますが、

熊本県ですので、法人関係税のほうはかかり

ません。 

 

○坂田孝志委員 消費税分だけを支払うとい

うことになるんですか。 

 

○福島企業局次長 消費税につきましては、

これは別に公営企業会計は消費税ということ

でおさえますけども、一般会計でも支払いの

中に当然消費税分は入っておりますので、と

にかく支出関係には消費税は入ります。企業

局が納めますのは、収入の分に含まれる消費

税分を支払うということになります。 

 

○坂田孝志委員 要するに、内部留保だと

か、そういうのには全くかからないわけです

ね、収益分に対してはですね。 

 

○五嶋企業局長 公営企業ですので、何とい

いますか、利益が出ていますけれども、それ

について税はかかりません。かかりますの

は、一般的に消費税、物を買いますと消費税

払いますけれども、例えば先ほどの駐車場で
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言いますと、駐車場料金には消費税分も入っ

ています。それを、いただいた分を消費税と

して国のほうに納めるという形になります。 

 

○坂田孝志委員 わかりました。 

 ちょっと違う観点から。工業用水だとか電

気事業、厳しい内容と、累積債務も非常に多

いと。そういう中でのそれを踏まえての経営

改善策といいますか、収支補塡、あるいはそ

の他何か事業に取り組まれる予定、そういう

ところをどういうふうにその分を確保しよう

と、考えをお聞きしたいなと思います。 

 

○福島企業局次長 まず、電気事業会計につ

きましては若干先ほど御説明しましたけど

も、リニューアル工事のほうを行いまして、

現在8.14円で九州電力のほうに売電しており

ますけども、これは固定価格買取制度のほう

に移行しまして、高い収益を上げるようにし

ていきたいと思っております。工事費分につ

いては、固定価格制度に移行したことによる

増収分によりまして、賄える予定となってお

ります。 

 悩ましいのが工業用水関係でございます。

苓北のほうは黒字になっておりますけども、

有明と八代のほうが赤字の状態ということ

で、特に有明のほうにつきまして竜門ダムの

建設関係の負担金ですね、これが毎年４億

6,000万ほどございまして、これがほとんど

赤字といいますか、欠損の原因となっており

ます。 

 これにつきましては先ほども申しましたけ

ども、なかなか新規企業を持ってくるという

のは厳しい状況でございますけども、沿線企

業の地下水から現在取っている分を工業用水

に転用しないかとか、あるいは上水道を利用

している企業に安い工業用水を使っていただ

けないかということで、企業を訪問しながら

尐しでも増量に努めていきたいと思っており

ます。 

 有明につきましては、企業債の償還がもう

しばらくすると終了しますので、それからは

若干よくなるのかなとは思っております。 

 以上でございます。 

 

○坂田孝志委員 その分野での努力はさらに

続けてもらいたいと思います。新たな分野で

すね、新規事業で新たに収入を確保、そうい

うようなお考えはお持ちなのでしょうかなと

思って。 

 

○五嶋企業局長 今、有明工業用水道につき

ましては、長洲と名石浜の工業団地、それか

ら荒尾の産業団地と鉄工団地のほうに今給水

しておりますけども、新たに給水ができるか

ということで、今既存の…… 

 

○坂田孝志委員 いや、もっと具体的によ

か。そういう工業用水だとか電気事業とか、

そういうことじゃなくて、新たな分野を何か

立ち上げて、そこに新たな収入を求めるとい

うようなお考えはお持ちなんでしょうかなと

いうこと。随分今までやってきとられますけ

ど、累積債務も随分ふえていますから、非常

に厳しいと思うんですよ、40何億もあって。

ただ、ほかの手段は、例えば太陽光のあのと

きは、太陽光は考えられましたか。今じゃ遅

いけどね、太陽光はもう。 

 

○五嶋企業局長 太陽光につきましては、こ

れは何というんでしょうか、この近くに発電

総合管理所ございますけども、そこには既に

――大規模なものではございませんけれど

も、所内の電力を賄うとか、あるいは売電す

るという形ではやっております、屋根の上の

ほうですね。 

 新たな事業についてということでございま

すけれども、先ほど次長のほうから申し上げ

ましたけれども、電気事業につきましては

8.14円で売電していますけれども、これが今
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リニューアル工事、今年度から取り組みます

けれども、平成31～32年度に大体完成する予

定でございます。 

 完成すれば、先ほど言いました固定価格買

取制度のほうに移行しまして、24円で売電で

きますので、大体収入が３倍程度入ってまい

ります。それで試算いたしますと、大体年間

で10数億の利益が出るかなというふうに見込

んでおるところでございます。 

 今、電気と工水と駐車場やっておりますけ

れども、それ以外について何かやるかという

ことについては、現時点では考えておりませ

ん。 

 以上です。 

 

○坂田孝志委員 はい、それなりの自助努力

は十分多としたいと思いますが、今後採算が

とれるかどうかはちょっとわからないけど、

一応これだけ、今電気自動車とか、あるいは

水素を使ったものだとか、今後大いに私はこ

れは伸びると思うんですがね、新型エネルギ

ーとして。その分を先取りした、水素ステー

ションとか、駐車場もあろうけど、あるいは

県内のいろんな施設がありますから、用地代

はほとんどかからないですよ。いろんな国の

国策的な補助事業とか、いろいろそういうの

を取り入れて、先ほど冒頭聞きましたよう

に、税金はかからないわけだから、民間とえ

らい違うから、もうかっていいわけですか

ら、何かそこら付近に新たな組み立てはでき

ないもんだろうかなと、こんなことを思いま

したので、一応きょうはお答えは無理でしょ

うから、検討でもしていただいて……。 

 以前に、ずっと前だけど、私は言ったこと

がある。神戸の企業局が、がんの医療関係、

やっているでしょう、六甲団地だったかな、

企業局で見にいった。熊本でもぜひ熊大と提

携してやるべきだと。一応おくれたが鹿児島

がやった。鳥栖がやったですね。あんな何

か、何というのあれ、難しいやつを思いっき

り回して放射線治療、何か尐し視点を変えま

せんと、なかなか今だけの継続事業の延長上

では、どんどんどんどんじり貧になっていく

んじゃなかろうかなという気がするんです

よ。 

ちょっと発想を変えたようなことも御検討

いただければなと、こう思っておりますか

ら、しばらく時間もかかるでしょうから、検

討してみてください。局長から何かございま

したら……。 

 

○五嶋企業局長 今おっしゃったことは、ま

さに公営企業として何をやるべきかというと

ころにかかる話かなと思っています。やっぱ

り民間でできるものについてあえて公営企業

でやるべきではなかろうと思いますので、民

間でできないものについては、新たな何か取

り組みを検討するということもあり得るかな

というふうに思っています。 

 先ほど委員おっしゃったがんの例えば病院

の話もあるかと思いますけど、例えば公営で

やっております、現に県のほうでも精神科の

ほうの病院局のほうでやっておりますけれど

も、例えば以前でいいますと結核病棟とか、

あるいは不採算地区、何というか、山の中の

診療所とか、そういう不採算部門について、

病院について公営企業でやるというのは当然

あるかと思います。 

 そういったことで、公営企業ということで

何をやるべきなのか、民間を補完するものと

してやるべきものを実施していくことが必要

かなというふうには考えております。ただ、

今のところ、具体的に何をやるというのは考

えていないのが現状でございます。 

 

○坂田孝志委員 そこまで言われるとこちら

も反論したくなるけどね。県として、熊本県

は環境推進立県だと、県策としてそれを広め

ながら、それにまた民間が一緒になって進め

ると。民間がやれる事業だからこっちはやら
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ないよとか、そういう考えはいささかどうか

な。 

 熊本県は水俣病ではいろいろ、環境に非常

に敏感な県になっておるんですね。いろいろ

そのことについては執行部も力を入れておら

れることでしょう。そうであれば、なおさら

それを先取りして、熊本県はこれだけ自然エ

ネルギーを多様化したそういう県なんだと、

それはむしろ企業局あたりが率先して、そし

てそれに後で民間が追いついてくる、そのよ

うな考え方もいいですよ。 

 民間ができるからあえてそういうところに

公営企業がするのはどうかと、そういう考え

方はいささか、それは何もでけぬごとなるも

ん。ほんなら駐車場なんかやめてしまえと、

むしろそんなもの民間でいいじゃないか、何

でするんですかと。話が矛盾しているじゃな

いですか。そういう考えはもう尐し整理して

もらってやるべきじゃなかろうか。 

 いずれにしても、いいですから、ちょっと

検討してみてください、今後のこととして。

恐らくこれだけの、ガソリンがこういう状況

だから、石油の状況が、そっちに自然とシフ

トしていきますよ。そういうのを行政側が先

取りしながら、民間を誘導していくのが一つ

のやり方じゃなかろうかなと、私はこう思い

ますから、検討方お願いをいたします。 

 

○吉永和世委員長 要望ということで。 

 

○坂田孝志委員 はい。 

 

○五嶋企業局長 委員がおっしゃったよう

に、例えば太陽光発電でも知事部局のほうで

県民発電所としてやっている部分もございま

すので、企業局と知事部局との役割分担の中

で検討していきたいというふうに思っていま

す。 

 それと、企業局においても既に風力発電に

ついては民間に率先してやったという実績も

ございますので、あわせて検討していきたい

というふうに思っております。 

 

○山本秀久委員 局長には前ちょっと話して

聞いたけど、もういっちょ聞きたいところが

ある。いいですか。 

企業局は今大変厳しい経営状況をやってい

るもんだから、その中で新規の企業立地に対

する補助金の制度ができたんじゃないかと思

うがな。新規でできていないの、そういうの

は。 

 

○五嶋企業局長 企業の立地に関して、商工

のほうの企業立地のほうの補助金はあると思

いますが、企業局に関係します中では、工業

用水道事業につきまして、製造業について新

たに立地した場合には、工業用水道の料金に

対する補助、10年間ですね、例えば有明工業

用水道でいいますと、前半の７年間を100％

補助、あとの３年間を50％補助ということで

やっています。 

 ですので、今有明工業用水道50円の単価で

ございますけれども、10年間にならしますと

７円50銭という形になります。そういう補助

制度を商工のほうで設けていただいておると

ころでございます。 

 

○山本秀久委員 商工関係だけ。商工関係に

関連するわけ。 

 

○五嶋企業局長 企業局と商工との協議の中

で、いかにして水を使う企業を誘致するかと

いうことで、補助制度自体は商工のほうで制

度化していただいたものでございます。 

 

○山本秀久委員 だから、そういう状態なら

所内の、地元の市町村とか、それにああたた

ちの企業局の中の内部的な吟味の会議の機会

というのは、そういう連携の機会というのは

大方設けているわけ。 
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○五嶋企業局長 先ほど次長のほうの説明に

もあったかと思いますけれども、県では商工

観光労働部と企業局、それと有明におきまし

ては長洲町と荒尾市、この４者で需要開拓推

進会議というのを設けて、いろいろいろ協議

をやっているところでございます。 

 

○山本秀久委員 定期的にそういう連携をい

つも保っているわけだね、物事を進める場

合。 

 

○五嶋企業局長 連携しながら対応している

ところでございます。 

 

○吉永和世委員長 よろしいですか。ほか

に。 

 

○ 委員 また戻って申しわけないん

ですけど、工業用水で４ページで２点ほど質

問なんですけど、今局長の話でも出たんです

けど、料金が50円と35円の２本立てで来てい

る理由をもうちょっと詳しく知りたいのと、

あと４ページの契約率なんですが、芦北以外

はちょっと極端に尐なくなっているかな。 

 

○吉永和世委員長 苓北ですね。 

 

○ 委員 苓北。苓北以外は非常に低

くなっていると。採算分岐点というのは何％

ぐらいというふうに考えればいいのか。 

 その２点、ちょっと教えてください。 

 

○福島企業局次長 料金につきましてはそれ

ぞれ経緯がございますけども、収支が厳しい

もんですから上げてきて、落ちついたところ

がそれぞれ有明で50円、八代で35円というこ

とで、これを上げると逆にまた企業の水の利

用量が減るかもしれません。この金額でちょ

うど今均衡しているといいますか、そういう

形で最近は50円、35円で固定した状態になっ

ています。 

 あとは、２点目の契約率の問題ですけど

も、正確にどれぐらいというのはあれなんで

すけども、８割近くあれば、80％近くあれば

採算がとれる状況じゃないかなと思っており

ます。 

 有明、八代工業用水道につきましては、県

といいますか、知事部局のほうで昭和39年に

策定しました新産業都市計画に基づきまし

て、工業団地をつくるというところから始ま

って、それにいかに水を供給するかというこ

とで、この水の部門を企業局で担ったという

ことになるもんですから、ここで確かに工業

用水道は厳しいというところはございますけ

ども、一方、先ほど言いました工業団地関係

には、水があるということで企業が立地して

いる実態がございますので、トータルで見

て、熊本県にとってどうだったのかなという

のは、私どものほうは考えております。 

 

○ 委員 竜門ダムの負担金が大きい

ということでしたけども、これは当初は返し

ていけるだろうという見通しで負担金も応じ

たと思うんですけど、49億円の負債ですね、

累積欠損金ですか、このくらいの状態で来年

度以降も安定していくのかなと。減る見込み

とか、その辺ちょっと教えてください。 

 

○福島企業局次長 竜門ダム負担金につきま

しては、当初の計画では建設費が470億円

で、県の負担金としましては約57億のところ

で実はスタートいたしました。実際でき上が

ってみると、建設費が1,810億円、負担金が

246億円ということで、負担金が4.3倍ほどに

ふえてしまいまして、これが先ほど言いまし

た有明工業用水の大きな、言葉は悪いです

が、足かせみたいな形になっているところで

ございます。 

 今後、どういう状況で続くかということに
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つきましては、私どもとしては需要開拓と言

いますか、新規企業の開拓もしたいですし、

既存の企業に増量等もお願いして、尐しでも

よくなるように努力してまいりたいと考えて

おります。 

 

○吉永和世委員長 ほかにありませんか。 

 

○藤川隆夫委員 よかですか委員長。一番最

初に戻りますけど、風力発電の件なんですけ

ど、動き出して約10年。その中で、最初の計

画からずっと下回ってきていると思います。

逆に言うと、減価償却費を含めてこれから先

の見通しというのはどうなっているのか、ど

れぐらいのずれが出てきているのか、最初の

見込みと。 

 

○五嶋企業局長 風力発電につきましては、

大変御心配おかけしております。平成17年度

から委員がおっしゃるように赤字で来ていま

す。平成24年の12月に固定価格買取制度ＦＩ

Ｔに移行しました。単価も10円が19円と約２

倍になっておりまして、平成25年度から黒字

を出しております。ちなみに、平成25年度で

1,700万程度、それから26年度で470万という

形で、何とか黒字が出てきているかなという

ふうに考えております。 

 今後の見通しでございますけれども、ざっ

とした数字でございますけれども、費用が大

体3,000万程度かかります。そのうち1,500万

ぐらいが減価償却費でございます。ですの

で、極端に言いますと、1,500万確保すれば

何というんですか、運転している中で赤字は

出ないという状況でございます。 

 25年度が収入が一番金額的に大きいんです

けれども、このときに4,600万ほどございま

すので、ＦＩＴに移行して大分経営的には楽

になったかなというふうに思っております。

平成17年に稼働ですので、ＦＩＴ期間が平成

37年まではその単価で参りますので、順調に

いけば、壊れたりとかなんかなければ、平成

37年までの間には、これまで投資した費用に

ついては回収できるかなというふうに思って

おります。 

 

○藤川隆夫委員 最初の見通しは10年ぐらい

だったですかね、確かね。それで、逆に言う

と、37年ということは10年間余分に延びてい

るという考え方ですね。その中で、先ほど前

田委員もおっしゃったように、機器の整備だ

とか、あるいは先ほどおっしゃったように壊

れたときどうするかとか、当然これから出て

くると思いますけど、立地条件が余りいいわ

けではないようなんで、最初これを設置する

に当たってはきちっと調査をされて、それな

りの風が吹くということでされていると思い

ますけど……。 

 最初に聞いたときはどうも高さが違うみた

いな話があって、今の高さよりももっと上の

ほうが安定した風が流れているみたいな話も

あって、そういう中で今いろんな形で問題起

きているというふうに思うんですけど、機器

の整備とかなんかがもし来たときには、本当

にそれをそのまま続けるのか、逆に言うと、

風力発電をそこじゃなくて違うところでやる

のか、そういうふうなところまで逆に言うと

考えとかないと、恐らくこれはそのままいけ

ばもっと減価償却含めて延びる可能性があり

ますので、そこも頭の中に入れとってもらえ

ればというふうに思います。 

 だから今言ったように、やめるのか、ある

いは続けるんだったら違う場所でやるのか、

その付近も含めて考えていただければと思い

ます。 

 

○吉永和世委員長 いいですか。要望です

か。 

 

○藤川隆夫委員 要望でいいです。 
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○吉永和世委員長 要望ということで。 

 

○緒方勇二委員 水力のことでお尋ねします

けど、リニューアルをしてＦＩＴのほうが買

い取り価格があって、15億ほど収益が上がる

というようなお話でよかったですかね。 

 

○五嶋企業局長 先ほど申し上げました単価

が、現在8.14円で売電していますけど、これ

がＦＩＴ移行になりますと24円で売電いたし

ます。それで計算いたしますと、起債の元利

償還等も含めた上で、大体10数億ぐらいの利

益は出るかなというふうに思っております。 

 

○緒方勇二委員 最近、電力の自由化の問題

よく聞くんですが、例えばこれは有明の工水

にしたって、バイオマス発電のところに送水

されるわけですね。そういうところは、多分

電力の自由化でそういう道を選ばれるのかな

とも思うんですが、公営企業として将来はど

う考えておられるんですか。それとも、九電

にＦＩＴの買い取りできっちりそこをやって

いく姿がいいもんなのか、それとも電力の自

由化でいろいろ模索をされるおつもりが将来

的にあられるのか、その辺の心づもりをお聞

かせ願えればと思いますが……。 

 

○五嶋企業局長 ＦＩＴ期間が20年はござい

ますので、20年間は安定的に収益は図れるか

なというふうには思っております。ただ、20

年後、ではそのときの売電単価がどうなるの

かというのは今の段階ではわかりませんけれ

ども、そういう動きも見ながら検討していく

ことになるかなというふうには思っておりま

す。 

 

○吉永和世委員長 ほかに何かありません

か。 

 

○山本伸裕委員 ちょっと議論をお伺いして

いて、私平成23年の工業用水に係る議論をち

ょっと見ていたんですけど、あまりそのとき

の議論から進んでいないなという気がしてい

るんですよ。 

 それで、国の産業政策の中で過大に工業用

水問題がつくられてしまったという問題があ

って、国の政策としても工業用水のあり方に

ついての提言というのが、４回ぐらいの報告

書の中にまとめられとって、それで身の丈に

合わせた事業の構造改革が図られるように、

政策資源の重点投入を行うというようなこと

で、国の負担金の問題なんかでも、ダムオリ

というんですか、そういったことでの支援を

行っていくような検討の方向が出ているわけ

ですよ。 

 そういったことに対しての県の、これから

どういうふうに事業を改善していくのかとい

うようなことについて、国に対しての支援を

具体的に求めてきたのかどうかということに

ついて、ちょっとお尋ねしたいんですけど。 

 

○福島企業局次長 委員おっしゃったとお

り、ダムの負担金が有明工水に関しては非常

に多いもんですから、国のほうに対して財政

支援のほうを毎年度要望しているところでご

ざいます。 

 

○山本伸裕委員 はい、いいです。 

 

○吉永和世委員長 ありませんか。 

 

○髙木健次委員 先ほどから出ています駐車

場の問題ですけど、近年非常に良好な運営と

いうことで、３％の車の伸びですよね。これ

は、分析はどうすればいいんですか。環境が

変わったとか企業努力、また料金がほかの近

隣の駐車場に比べれば安いとか、その辺の根

拠というものは何かあるんですか。 

 

○福島企業局次長 はっきりと利用者のほう
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に、別にアンケートをとっておるわけではご

ざいませんけれども、昨年、平成26年度の伸

びは、県民百貨店のほうが閉店した関係で、

あちらの利用者のほうがこちらといいます

か、上・下通側のほうにちょっと移ってきた

んではないかというふうな予想はしておりま

す。 

 

○髙木健次委員 周辺の環境が変化したりと

か、そういうのが影響するのかなという感じ

がしますけど、だから、もうかっている、非

常に増車になったといえども、やっぱり流動

的なこれは数字ですよね。それはしっかりこ

れからも状況を分析しながら対処していただ

きたいなと思っております。 

 

○吉永和世委員長 要望ですね。ほかに。 

 

○ 委員 ２ページに戻るんですけ

ど、ダムの発電についてちょっとお尋ねなん

ですが、荒瀬ダムが発電しなくなって撤去の

最中なんですけど、荒瀬ダムがダムの中で一

番の稼ぎ頭だったと、多い年で１億円ぐらい

純利益が出ていて、それがなくなったという

のは非常に大きい影響が出てくると思うんで

すけど、企業局最大の稼ぎ頭のダムがなくな

って、今職員数が50人ということで……。 

 今撤去の最中で、職員数もそんなに変わっ

ていないんだと思うんですけど、将来的にど

ういう事業で穴埋めしていくのかとか、そう

いう具体的なもの今あるのかどうか教えてく

ださい。 

 

○福島企業局次長 荒瀬関係で職員数が――

土木職関係ですね、こちらがふえているのは

事実でございます。穴埋めといいますか、事

業に必要な――事業といいますか、企業局の

経営していくのに必要な人数を、これから先

も確保していきたいとは考えております。 

 

○ 委員 そしたら１億円ぐらい稼い

でいた荒瀬ダムがなくなっても、特に大問題

ということではないと考えていいんですか

ね。 

 

○福島企業局次長 荒瀬ダムの撤去につきま

しては、議会のほうでも十分御議論いただき

まして、執行部のほうも検討いたしまして、

国のほうの御支援もいただきながら、撤去費

用については確保できる見込みとなりました

ことから、撤去に着手したところでございま

す。 

 

○吉永和世委員長 いいですか。ほかにあり

ますか。 

 なければ、これで企業局の審査を終了しま

す。 

 ここで、説明員の入れかえのため、11時20

分まで休憩をいたします。 

  午前11時15分休憩 

   ――――――――――――――― 

  午前11時22分再開  

○吉永和世委員長 委員会を再開します。 

 これより病院局の審査を行います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のままで簡潔にお願いしま

す。 

 それでは、病院事業管理者から決算概要の

説明をお願いします。 

 

○河野病院事業管理者 病院事業管理者の河

野でございます。本日はどうぞよろしくお願

いいたします。 

 それでは、座って説明させていただきま

す。 

 病院局こころの医療センターの運営に当た

りましては、かねてから御指導、御支援をい

ただき、厚く御礼を申し上げます。 

 病院の運営状況及び決算状況の御説明に先

立ちまして、前年度の決算特別委員長報告に
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おける施策推進上改善または検討を要する事

項等につきましては、御指摘等ありませんで

したので、ここに御報告いたします。 

 それでは、最初に、当院の運営状況でござ

います。 

 こころの医療センターの入院患者数は現在

120名前後、それから外来患者数は１日平均9

0名程度で推移いたしております。県内に

は、公立、民間を合わせて46の精神科病院が

あり、全体の入院患者数は約8,000名となっ

ております。 

 当院といたしましては、県立の病院とし

て、犯罪で法に触れた患者や薬物中毒患者の

受け入れなど、県内精神科医療のセーフティ

ーネット機能の役割を果たしながら、社会の

新たなニーズへも対応する政策医療を打ち出

し、推進しているところであります。 

 具体的には、まず、児童・思春期医療の取

り組みです。 

 既に平成24年度から、児童・思春期専門の

外来診療を開始しておりまして、受診患者の

数も年々増加している状況にあります。現

在、平成29年度の児童・思春期の入院施設の

開設に向けて、院内にプロジェクトチームを

設置し施設計画を取りまとめておりまして、

その後、開設に向けた準備に取りかかること

としております。発達障害など社会的な問題

に対応できますよう、しっかりと取り組んで

まいります。 

 それから２番目は、患者の地域生活移行の

支援です。 

 平成26年４月に、院内に地域生活支援室を

設置いたしまして、医師、看護師、精神保健

福祉士など、多職種の医療スタッフが連携し

て、きめ細やかな訪問支援や相談対応を行う

ことにより、退院後の地域生活が継続できま

すよう、支援していく取り組みを進めており

ます。 

 次に、平成26年度の決算状況について、概

略を申し上げます。 

 総収益16億1,400万円余に対しまして、総

費用16億1,200万円余で、100万円余の黒字と

なっております。 

 一般会計からの繰入金につきましては、平

成25年度から平成29年度までを計画期間とい

たします第２次中期経営計画において、一般

会計からの繰入金に過度に依存することがな

い効率的な運営を行っていくということにし

て、一定の削減を行った繰入金の額を維持し

ているところでございます。 

 今後とも県立病院として期待されている役

割を果たすとともに、収益の確保を図りなが

ら、安定的な経営に努めてまいります。 

 以上が病院運営及び決算状況の概要です

が、詳細につきましては後ほど総務経営課長

から説明させますので、よろしく御審議のほ

どお願い申し上げます。 

 以上です。 

 

○吉永和世委員長 次に、監査委員から、決

算審査意見の概要説明をお願いします。 

 

○松見監査委員 それでは、病院局の決算審

査結果につきまして御説明申し上げます。 

 お手元の病院事業会計の決算審査意見書、

これの１ページをお開きください。 

 １ページの第２、審査の結果でございます

が、病院事業会計につきましては、審査に付

されました決算諸表は、経営成績等を適正に

表示しており、またおおむね適切に運営され

ております。 

 続いて、２ページ以降には、病院事業の経

営成績について記載しております。 

 ３ページの表をごらんいただきたいと思い

ます。 

 総収益は16億1,400万円で、前年度より

3,700万円増加しております。一方、総費用

は16億1,300万円となりまして、前年度より

6,800万円増加しております。この結果、当

年度純利益は115万円となりまして、前年度
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に比べ3,100万円減尐しておりますけれど

も、平成15年度以来引き続いて黒字となって

おります。 

 次に、ちょっと飛びますけれども、９ペー

ジをお開きいただきたいと思います。 

 ９ページの第３の審査意見でございますけ

れども、(1)の第２次中期経営計画の着実な

実施についてでございます。 

 第２次中期経営計画に基づきまして、引き

続き医業収益の増加及び経費の縮減等に取り

組み、経営収支のさらなる健全化に努める必

要がございます。 

 特に、新たな取り組みであります児童・思

春期医療や患者の地域生活支援に関しまして

は、こころの思春期外来及び地域生活支援に

おける実績、地域のニーズなどを踏まえます

とともに、それらの経営コストへの影響も十

分考慮しながら推進を図る必要がございま

す。 

 次に、(2)の医師の確保でございますけれ

ども、安定的な医療体制の確立を図るために

は、専門性や経験に富む医師の養成、確保が

重要でございますことから、引き続きまし

て、知事部局を初め熊本大学などと密な連携

に努める必要があるということでございま

す。 

 最後に、(3)の一般会計負担金についてで

ございます。 

 一般会計負担金につきましては、財政部局

との協議を踏まえ計上されているものの、現

在、医業収益とほぼ同じ額の繰り入れが行わ

れております。このため、他県の類似施設の

取り組み等の分析、導入を図るなど、地方公

営企業として収益構造の改善を図り、可能な

限り一般会計の負担を軽減できるよう努めて

いく必要があるというふうに思っておりま

す。 

 簡単ですが、説明は以上でございます。 

 

○吉永和世委員長 次に、総務経営課長から

決算資料説明をお願いします。 

 

○清原総務経営課長 総務経営課でございま

す。着座にて御説明させていただきます。 

 まず、本年度の監査結果公表事項について

でございますが、指摘事項はございません。

今後とも適正な事務の執行に努めてまいりま

す。 

 次に、ただいま松見監査委員から決算審査

意見として、第２次中期経営計画の着実な実

施について、医業収益の増加及び経費の縮減

等に取り組み、経営収支のさらなる健全化に

努めること、特に新たな取り組みである児

童・思春期医療等に関しては、経営コストへ

の影響を十分考慮しながら推進を図ること、

また医師の確保については、引き続き熊本大

学等と密な連携に努めること、さらに一般会

計の負担を軽減できるように努めるこという

御意見がございました。 

 まず、経営収支のさらなる健全化につきま

しては、引き続き医業収益の増加等に努めて

まいります。 

 児童・思春期医療や患者の地域生活支援に

つきましては、経営への影響も考慮しながら

県民ニーズに対応できるよう、しっかり取り

組んでまいりたいと考えております。 

 医師の確保につきましては、県立病院とし

ての役割であるセーフティーネット機能に加

えまして、当院における児童・思春期医療へ

の取り組みにつきまして、熊本大学から大き

な期待を寄せられているところでもあり、今

後とも大学等との連携を図りながら、医師の

確保に努めてまいります。 

 一般会計の負担軽減につきましては、引き

続き繰入金の削減を維持するとともに、収益

の増加にも努めてまいります。 

 続きまして、こころの医療センター運営決

算の状況について説明させていただきます。 

 お手元の平成27年度決算特別委員会説明資

料、Ａ４の縦でございます。 まず、１ペー
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ジの病院の概要でございます。 

 平成９年４月に、富合病院から新県立ここ

ろの医療センターとして運営を開始しまし

て、今年度19年目となっております。 

 病床数は200床で、うち10床が肺結核合併

症患者のための病床でございます。 

 医師不足等から、平成20年４月から、老人

治療病棟50床については休止しております。 

 診療科目は、精神科など４科でございま

す。 

 設置の根拠は、精神保健福祉法により、都

道府県に義務づけられているものでございま

す。 

 また、平成20年４月から地方公営企業法の

全部適用を受けております。 

 組織は、下の図のとおりでございまして、

診療部、看護部、総務経営課で、職員数は５

月１日現在で91人となっております。 

 続きまして、２ページをお願いいたしま

す。 

 運営の状況でございます。 

  第２次中期経営計画に基づきまして、県立

病院としての役割を果たすために、医療活動

に取り組んでおります。 

 主な取り組みの１つ目は、１のセーフティ

ーネット機能の維持・充実です。 

 民間病院では受け入れが難しい殺人、傷害

等を犯した触法患者や覚醒剤中毒患者などの

措置入院患者を、積極的に受け入れておりま

す。 

 患者につきましては、本年３月時点で、県

全体で37人中５人を受け入れております。 

 受け入れ患者数は、資料として残っており

ます平成22年度以降、年間を通じて常に当病

院が１位でございます。26年度も表のとおり

１月、３月は順位を譲っておりますけども、

年度全体では１位となっております。 

 次の(2)感染症肺結核合併症や薬物・アル

コール依存症など、高度な専門性が必要な患

者を受け入れております。 

 入院患者数は、下に記載のとおりでござい

ます。 

 (3)で、民間の精神科病院等からの治療困

難患者の受け入れを行っておりまして、入院

患者の約64％、新規外来患者の45％が、ほか

の医療機関からの依頼や紹介患者でございま

す。 

 次に、(4)の熊本県精神科救急医療システ

ムや精神科救急情報センターにも参加し、休

日、夜間における救急患者等に対応しており

ます。 

 ２番の新たなニーズに対応するための取り

組みとして２つ上げております。 

 先ほど病院事業管理者の説明にございまし

たように、１つ目は、患者の地域生活支援の

充実でございます。「入院医療中心から地域

生活中心へ」という国の基本理念が示されて

おりますが、そのためには医療、生活支援を

包括的に提供することが必要ということで、

平成26年４月に地域生活支援室を設置し、医

師、看護師等の多職種が連携して、きめ細か

な訪問や相談で、退院後の日常生活を支援し

ております。 

 体制につきましては、３ページの上にござ

いますように、専従職員４人でございます。 

 26年度の活動状況といたしましては、④に

ございますように、11人の対象の患者に対し

て、１人週３回程度訪問し、買い物でありま

すとかごみ処理でありますとか、金銭、服薬

の管理、年金指導などを行っております。 

 これにより、⑤の活動の成果の記載のとお

り、入退院を繰り返している患者、長期入院

患者の病状の悪化を防いで再入院を防ぐこと

ができた、地域での受け入れが困難な患者の

ケースでは、関係機関や地域住民との調整を

密に行って、患者の地域生活につなげたなど

の成果が上がっていると考えております。 

 次に、新たなニーズへの対応の２つ目は、

(2)にございます児童・思春期医療の積極的

推進です。 
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 発達障害を含みます児童・思春期医療につ

きましては、診療できる医療機関が、専門医

がいないとか、医療体制が十分に対応しきれ

ていない状況にございますが、このため当院

では、専門医師の養成を図るとともに、24年

４月に児童・思春期の専門外来として、ここ

ろの思春期外来を開設いたしました。 

 常勤医師と非常勤医師の２名で、毎週月曜

日と水曜日の午後診療を行っております。 

 受診者数は、平成24年度が224人でした

が、25年度622人、26年度は976人と年々増加

しております。現在は、平成29年度に児童・

思春期を対象とした入院施設の開設を目指し

ておりまして、院内プロジェクトチームを設

置して、具体的な検討を行っております。 

 病床については、10から20床程度を想定し

ておりまして、今年度内に設置計画を策定す

る予定でございます。 

 民間の医療機関からは、県立病院であれば

入院治療が必要な児童・思春期の患者を安心

して紹介できるという声もございまして、大

きい期待を受けているところでございます。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 医療の状況でございます。 

 入院につきましては、県内唯一の結核合併

症病床への入院患者とか外来患者の増により

まして、入院延べ人数は４万3,889人という

ことで、１日平均入院患者数は120.2人とな

っております。 

 入院収益は６億4,100万円余で、診療報酬

単価の増でありますとか、入院患者数の増等

により、平成22年度以降増収傾向を維持して

おります。 

 次に、(2)の外来の状況でございますけど

も、患者の地域生活への支援でありますと

か、児童・思春期医療への取り組み等にもよ

りまして、外来患者数は２万6,484人で、１

日平均患者数は90.4人と増加しております。 

 外来収入も１億6,200万円余と、前年度よ

りふえております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 経営の状況でございますが、平成26年度決

算は、四角の中の①にございますように、16

億1,400万円余に対しまして総費用は16億

1,200万円余で、差し引き115万5,000円の純

利益となっております。 

 収益のうち表１でございますけども、医業

収益は８億800万円余で、入院患者、外来患

者の増等により、前年度より1,900万円余の

増となりました。 

 医業外収益は８億500万円余で、前年度よ

り1,700万余の増となっておりますが、これ

は主に会計基準の見直しによりまして、病院

建設時の国庫補助金を長期前受金として計上

したことによるものでございます。 

 次に、費用でございますが、医業費用は14

億8,200万円余で、2,900万円余の増となって

おります。これは知事部局に準じて実施して

おりました給与の削減措置の終了等によるも

のでございます。 

 また、表１の、上段の表の下から３つ目、

特別損失というのがありますが、4,400万円

余につきましては、会計基準の見直しにより

まして、６月に支給した賞与について、対象

の期間が前年度となる部門を特別損失として

計上したものでございます。 

 以上により、平成26年度の純利益は115万

5,000円の黒字となりました。 

 なお、累積欠損金につきましては、地方公

営企業の会計基準見直しによりまして、前年

度に比べ大幅に減尐しております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 下のほうに、(2)一般会計からの繰入状況

というところがございますが、一般会計繰入

金は７億7,200万円余となっております。 

 繰り入れにつきましては、財政再建戦略期

間は終了いたしましたが、当分の間、一般会

計からの繰入金に過度に依存することがない

効率的な運営を行っていくこととしまして、

削減を継続しているため、表の下段にありま
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す資本的収入につきましてはゼロとなってお

ります。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 (3)で経営目標と実績値の比較でございま

す。 

 表の右から３つ目が目標値でございます。

その右から２つ目が実績値でございます。中

期経営計画で定めた経営目標と比較します

と、作業療法件数については目標を達成して

おりますが、入院患者数、外来患者数、デイ

ケア件数については前年度を上回っておりま

すが、目標を下回る結果となっております。 

 (4)で、収益増に向けた今後の取り組みで

ございますが、これまで現業職員の非常勤職

員への振りかえ等によりまして、人件費の削

減やあるいは委託の見直し等によりまして、

経費節減に取り組んでまいりましたが、医療

の質や安全は確保する必要がございますの

で、今後はさらなる収益増に向け、患者数の

増加に努めるとともに、診療報酬算定項目を

ふやすなどの取り組みを進めてまいりたいと

考えております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○吉永和世委員長 以上で病院局の説明が終

わりましたので、これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。

病院事業に関しては、さまざまな環境の中で

御努力をされている点は、ふだんから十分理

解をさせていただいているところでございま

す。 

 その上であえて質問をさせていただくんで

すけど、５ページの決算額の今御報告があっ

たんですが、入院、外来、その他医業収益を

合わせたいわゆる医業収益で８億800万。先

ほど監査委員からも説明がありました一般会

計の負担は７億7,200万。特に、個人的に気

になるのが給与費、10億を超えているんです

けど、これはどうなんでしょうか。他県の例

といいますか、何か特に特徴というか、そう

いうのはあるんでしょうか。 

 医業収益が８億の中で給与が10億なんです

よね。断定的なものもしあれば、御説明いた

だきたいと思います。 

 

○清原総務経営課長 総務経営課でございま

す。 

 御指摘のように、医業費用の中で給与費が

非常に大きなウエートを占めております。こ

れにつきましては、特に看護師につきまして

は、准看護師ではなくて正看護師が、職員と

しては全部正看護師でございますし、それか

ら経験年数も長い職員が多くございます。先

ほど御説明しましたように、県立病院として

処遇が難しい患者さんへの対応等を行うため

には、やはり正看護師でベテラン職員が必要

ということもございまして、どうしても給与

費のほうは多くなっているのが現状でござい

ます。 

 

○前田憲秀委員 わかりました。ここのに関

してはいわゆる経営計画にのっとって、しっ

かり努力をしていただくというふうにお願い

するしかないかなと思います。 

 あと１点ですね、決算書の中で病床稼動率

――利用率といっていいんですか、80.1％と

なっていたと思うんですけど、これは精神科

の病床としては尐ないんじゃないかなと思う

んですけど、そこら辺はどうですか。 

 

○清原総務経営課長 精神科の民間病院は90

％ぐらいだったかと記憶しておりますけど

も、それに比べますと御指摘のように尐なく

なっております。これにつきましても、民間

病院からの対応が困難な患者の受け入れ等も

必要になってまいりますので、なかなかベッ

ドを満床にするとかいうことも難しい状況に
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ございますので、病床稼動率としては現在の

ような状況になっているところでございま

す。 

                                     

○前田憲秀委員 精神の病床はたしか150で

すかね、そのうち２割があいているとなれ

ば、月で30床あいていることになるわけです

よね。それが年間になるとどれぐらいの計算

になるかはここではあれなんですけど、そこ

ら辺はしっかり経営努力の成果が見られるよ

うな形でやっていただきたいなと思います。 

 先ほど児童・思春期医療の取り組みでとい

うことで紹介がしやすくなるように、これか

ら恐らくなってくるんじゃないかと思うんで

すけど、一番気になるのはこころの医療セン

ターというのは、紹介率がやっぱり大事じゃ

ないかなと思うんですけど、その病診連携と

いいますか、そこら辺は着々と充実という

か、ふえてきているんですか。 

 

○河野病院事業管理者 病床稼動率につきま

しては、もう一つは入院患者さんの平均日数

というのが、うちはもともと理念として、短

期治療型というのを当初から目指しておりま

して、それでも140日とか150日ぐらいの日数

が平均でございます。民間で平均しますと相

当まだ長く、平均の入院患者数が多いので、

その辺も入れかわりが激しいと、稼動率にも

影響してくるんじゃないかと分析をしており

ます。 

 そういう中で、今指摘のあったように、紹

介して受け入れるというようになれば数字で

もあらわしておりますけども、こういったも

のは、前からそういうセーフティーネット機

能については、県内のいろんな病院からも評

価もいただいておりますし、そういう形で、

今も数字的にはある程度の高い数字を有して

いるということで認識しております。 

 

○前田憲秀委員 民間ではなかなかできな

い、対応できない、そこも十分理解もしま

す。入院日数も尐なくというのも私も賛成で

ございます。だからこそ、その上で稼動率と

いうのはしっかり意識をして考えないといけ

ない部分も、経営としてはあるのかなという

気がいたしますので、そこは一つの目標とし

て、90％までとは言いませんけど、85なり86

なりというぐらいまでは、一つの目標値とし

てぜひ持っていただきたいなという思いがご

ざいます。 

 重々、最初にも申しましたように、民間で

できないいろんな受け入れ、そういった部分

は、ものすごく心してやられている部分もあ

られると思うので、その上でここの部分は民

間の病院に発信できるとか、他県に発信でき

るというような取り組みも、ぜひスタッフの

中で検討をしていただけるような環境になっ

ていただきたいなというふうに、要望をさせ

ていただきます。 

 

○吉永和世委員長 要望。ほかにありません

か。 

 

○山本伸裕委員 近ごろは、精神障害とか人

格障害とか薬物とか、そういったものが原因

となって犯罪を犯すようなことが非常に社会

問題となっている中で、そういう点では、精

神医療のセーフティーネット機能の役割を果

たしていくというようなところでの病院の役

割というのは、非常に大きいものがあるかな

というふうに思うんですよね。 

 それで、いろいろ条件が厳しい中で、一般

会計からの繰り入れはありながらも、純利益

を上げているというのは、私は善戦健闘と言

えるんじゃないかと思うんですが、もっと犯

罪の抑止とか、再犯の防止とかいうような点

では、県民の安全を守るというような点で、

全県民的な存在意義があるんじゃないかな

と、役割があるんじゃないかなというふうに

思うんです。 



第６回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成27年10月23日) 

 

 - 24 - 

 そういう点での何というか、県民に対して

のアピールというか、そういったものについ

ては積極的にやったがいいんじゃないかなと

思うんですけど、それはどうでしょうか。 

 

○河野病院事業管理者 おっしゃるとおり、

精神科の医療の中身につきまして、通常の病

院としてのＰＲというのはできているんです

けれども、その中の特色とか新たな取り組み

というのは、正直まだまだ十分な認識をいた

だいているとは思っておりません。 

 この辺につきましては、なかなかＰＲする

ツールというか、いろんなところはまだ検討

には正直至っておりませんですけども、おっ

しゃるとおり新しい取り組みを含めまして、

当然児童・思春期の話を今中心にやっていま

すけど、セーフティーネット機能というの

は、今後もうちの病院の大きな基盤として維

持していくわけですから、合わせた形でうち

の病院の全体のＰＲを今後検討していきたい

と思っております。 

 

○山本伸裕委員 ぜひ引き続き、精神医療、

福祉の拡充の拠点となるように頑張っていた

だきたいと思いますし、その上でやっぱりな

かなか病院の経営というものになると、国の

制度の縛りもありますので厳しい側面もある

かと思うんです。そういう点では、精神医療

報酬の引き上げであるとか、あるいは人員配

置基準の引き上げであるとか、精神科医療体

制の充実を図っていけるような、国に対して

の制度改善も同時に働きかけていく必要があ

るんじゃないかと思いますし、同時に県とし

ても、医療センターの貴重な役割をしっかり

位置づけて取り組みを応援していくという

か、そういったことが大事ではないかなとい

うふうに思っております。これも要望ですけ

ど。 

 

○吉永和世委員長 ほかにありませんか。 

 

○藤川隆夫委員 確認なんですけど、先ほど

病床稼動率の話もありましたし、まだ現在休

床中のベッドも50ベッドあるかと思いますけ

ど、このベッドの利用としては、29年から始

まる児童・思春期対応のベッドというふうに

考えていいのか、それともまた違う用途で使

うつもりがあるのか教えてください。 

 

○清原総務経営課長 今休床中の50床につき

ましては、もともと老人治療病棟でございま

したが、そこにつきましては今委員からお話

がありましたような児童・思春期の今後の施

設の一部でありますとか、あるいは先ほど在

宅――地域生活支援も充実していく必要があ

ると思っておりますので、そちらでの活用な

ど今後検討してまいりたいと思っておりま

す。 

 

○藤川隆夫委員 話はわかりました。ただ、

今地域医療構想が動き出しております。現

在、精神科のベッド入っていませんけど、こ

れがどうなってくるかちょっとわからない部

分があります。国がどういう形で、精神科の

病棟今県下8,900床ありますけど、これはど

うしていくかちょっと見えていない部分があ

りますので、これの削減の話が出てくる可能

性があると私は考えています。そうであれ

ば、できるだけ早目に先ほど言った方針を決

めて、今残っているベッドはどういうふうに

使うんだよということで決めて動き出さない

と、休床だからということで召し上げられる

可能性もあるのかなとちょっと心配していま

すので、その付近は早目に計画をつくって対

応してもらえればと思います。 

 

○吉永和世委員長 要望ですか。 

ほかにありませんか。せっかくお見えです

けど、院長のほうから何かありますか。 
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○濵元病院長 院長をしております濵元とい

います。どうもきょうはありがとうございま

した。非常に今後のことを考えていただい

て、ちょっとぐさっと来るような鋭いところ

もあります。 

 休床の件に関しては、人員の配置とか考え

ますと、県の繰入金を減らしながらなおかつ

人を雇う、先ほどありましたように、人件費

の問題とか、県自体、システム自体が持って

いる問題もあると思いますので……。 

 ただ、きょうお伺いしましたように、病院

としてのやっていることをもう尐しアピール

をしていくとか、方針をきちんと立てていく

ということは、今後ぜひ意見をお伺いしなが

らやっていきたいと思いますので……。 

 ここは何にしても、ただ病院が一番困って

いるのは、やはりいろんな事件がありまし

て、指定医の新しい審査がやっとこの前、９

月からまた再開と、１年ぐらい指定医が新し

く出ておりません。今の精神科の病院は指定

医がいないと仕事ができないところがありま

すので、そういう点では人員というところで

一層努力をしていきたいと思っております。 

 

○吉永和世委員長 ほかにありませんです

か。 

 なければ、これで病院局の審査を終了しま

す。 

 昼食のため、午後１時まで休憩いたしま

す。 

    午前11時56分休憩 

――――――――――――――― 

  午後１時１分開議 

○吉永和世委員長 委員会を再開します。 

 午後は、教育委員会と人事委員会事務局の

審査を行います。 

 それではまず、教育委員会の審査を行いま

す。 

 執行部の説明を求めた後に、質疑を受けた

いと思います。なお、執行部からの説明は、

効率よく進めるために着座のままで簡潔にお

願いいたします。 

 それでは、教育長から総括説明を行い、続

いて担当課長から順次説明をお願いします。 

 田崎教育長。 

 

○田崎教育長 お世話になります。座って説

明のほうはさせていただきたいと思います。 

 平成26年度決算の説明に先立ちまして、前

年度の決算特別委員会において御指摘のあり

ました施策推進上改善または検討を要する事

項等のうち、教育委員会関係につきまして、

その後の措置状況を御報告いたします。 

 決算特別委員長報告第４の１「未収金の解

消については、未収金対策連絡会議における

徴収ノウハウの共有化や各課独自の工夫等に

より着実な改善が図られつつあるが、歳入の

確保及び公平性の観点から、さらに徹底した

徴収に努めること。」について御説明いたし

ます。 

 未収金の解消のうち、まず育英資金貸付金

につきましては、毎月の滞納発生後、直ちに

本人、連帯保証人、保証人に対して催告を実

施し、滞納の早期解消に努めています。 

 また、所在が不明な滞納者の所在の把握や

生活困窮の申し出があった者の事実確認を行

うなど、債権管理の徹底に努めております。 

 長期滞納者や非協力的な者に対しまして

は、法的措置として支払い督促申し立てを行

い、支払い督促後納入がない者については、

強制執行申し立てにより給与の差し押さえを

実行するなど、未収金の回収に取り組んでお

ります。 

 次に、定時制通信制修学奨励資金の未収金

につきましては、債務者の状況を踏まえ、各

事案ごとに対応方針を定めて未収金回収に取

り組み、育英資金に準じた法的措置により、

一部の債務者については返還が完了するな

ど、一定の効果があらわれているところで

す。 
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 また、債務者所在不明の事案等では、所在

を突きとめ、債務承認等により時効を中断す

るなど、適切な債権管理に努めております。 

 次に、スクールカウンセラー報酬等返還金

の未収金につきましては、債務者に計画的な

分納を指導し、現在、計画に従い、確実に返

還されているところです。 

 最後に、地域改善対策高等学校等奨学資金

貸付金の未収金につきましては、関係市町村

教育委員会等を通じまして、未納者への催告

強化や分納誓約書の徴取及び分納指導等の働

きかけを行っております。 

 また、未収金特別対策として、関係市町村

の担当者と共同して未納者に対する個別訪問

を実施し、生活状況等を把握した上で、状況

に応じた返還指導等を行い、未収金の回収に

取り組んでおります。 

 次に、報告第４の13「市町村等への貸し付

け備品については、状況の把握に努め、不用

決定や譲与等、必要に応じて適正な処理を行

うこと。」について御説明いたします。 

 市町村等への貸し付け備品は、主にくまも

と未来国体の際購入し、市町村に貸し付けて

いるものですが、貸し付けている全ての備品

の現物確認を行い、状況に応じて不用決定や

譲与の手続を進めております。また、今後

も、現物確認を行うなど、適切な管理に努め

てまいります。 

 次に、報告第４の14「県立学校の施設整備

事業等の繰り越しについて、その理由が「工

事施工時期の調整に不測の日数を要した」と

なっているものが多数あるが、工事の計画段

階でのより綿密な事前調整などにより、でき

る限り工期内の竣工ができるよう努めるこ

と。」について御説明いたします。 

 平成26年度繰越額は６億6,798万1,000円で

あり、前年度より９億4,958万5,000円減とな

っております。予算の効率的執行及び事業効

果の早期発現の観点から、計画的な発注に取

り組み、繰越額を減尐させることが必要と考

えているところです。 

 各学校と発注前に十分な連絡調整を行い、

計画的な執行体制を確保し、早期発注に努

め、不測の事態にも対応できるよう取り組ん

でおります。また、小規模工事については、

地域ごとにまとめて発注することで、効率的

な発注を行っております。 

 次に、平成26年度熊本県一般会計及び特別

会計の歳入歳出決算のうち、教育委員会関係

の概要につきまして御説明いたします。 

 お手元の決算特別委員会資料の１ページを

お開きいただきたいと思います。 

 平成26年度歳入歳出決算総括表をごらんく

ださい。 

 歳入は、一般会計、特別会計を合わせた予

算現額351億4,648万8,000円に対しまして、

調定額364億1,448万4,000円、収入済み額362

億5,571万8,000円、収入未済額１億5,876万

6,000円、収入率99.6％となっております。 

 歳出は、一般会計、特別会計を合わせた予

算現額1,588億5,092万6,000円に対しまし

て、支出済み額1,564億5,158万4,000円、翌

年度繰越額６億9,016万5,000円、不用額17億

917万7,000円、執行率98.5％となっておりま

す。 

 繰越事業は、主な内容といたしまして、校

舎新・増改築事業、県立高等学校施設整備事

業、特別支援学校施設整備事業等となってお

ります。年度内に整備をすることが困難であ

ったため、繰り越したものでございます。 

 以上が教育委員会関係の平成26年度の決算

概要でございます。 

 なお、詳細につきましては各課長から説明

させますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

 

○吉永和世委員長 引き続き、各課長から説

明をお願いします。 

 

○田村教育政策課長 教育政策課田村でござ
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います。着座にて御説明いたします。 

 まず、定期監査におきます指摘事項につい

て御説明申し上げます。 

 「平成25年度熊本県教育広報誌「ばとん・

ぱす」制作業務に係る委託料の支払いがおく

れ、平成26年５月に遅延利息(800円)を支払

っている。支払い手続においては、組織的な

チェック体制の強化を図り、支払い漏れの防

止に努めること。」との指摘がございまし

た。 

 教育政策課におきましては、この教育広報

誌の制作委託料支払いにつきまして、平成26

年３月25日付で委託業者から提出された請求

書を、事業担当者が経理担当者へ処理依頼す

るのを失念していたため、支払いが５月７日

となり、13日間分の遅延利息800円の支払い

が生じました。 

 このため、その後は、再発防止策といたし

まして、事業完了後の支払い状況チェックを

毎月実施しますとともに、職員への注意喚起

に努め、課内職員向けの経理事務に関する研

修会も定期的に実施するなど、今後このよう

な事態を生じさせないよう、適正な経理処理

に努めるよう努めておるところでございま

す。 

 次に、決算資料に基づきます説明資料の２

ページをお願いいたします。 

 使用料及び手数料でございますが、教育セ

ンターにおきます行政財産使用料でございま

す。 

 次に、財産収入でございますが、財産運用

収入の主なものといたしましては、教職員住

宅の家屋貸付料でございます。 

 次に、財産売り払い収入の主なものといた

しましては、用途を廃止しました教職員住宅

の土地の売却に伴う売り払い収入でございま

す。 

 なお、財産の処分につきましては、後ほど

附属資料において御説明申し上げます。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 諸収入でございますが、主なものとしまし

ては、教育委員会ホームページ等へのバナー

広告料でございます。 

 なお、歳入につきましては、不納欠損額、

収入未済額はございません。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 説明資料の４ページをお願いいたします。 

 教育委員会費でございますが、教育委員へ

の報酬、教育委員会運営費でございます。 

 次に、事務局費でございますが、課及び教

育事務所の運営費、熊本県教育情報化推進事

業、県立学校校務情報化推進事業等に係る経

費でございます。 

 不用額の主な内容は、経費節減に伴う執行

残及び入札に伴う執行残でございます。 

 次に、教職員人事費でございますが、教職

員住宅に係る経費及び教職員福利厚生事業等

でございます。 

 不用額の主な内容は、用途を廃止しました

教職員住宅解体の入札に伴う執行残及び教職

員住宅修繕の入札に伴う執行残でございま

す。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 教育センター費でございますが、教育セン

ターの運営費、教職員研修等に係る経費でご

ざいます。 

 不用額の主な内容は、経費節減に伴う執行

残でございます。 

 次に、恩給及び退職年金費でございます

が、共済制度発足前の退職者やその遺族に対

する恩給、扶助料でございます。 

 不用額は、受給者の年度途中の死亡が見込

みを上回ったことによる執行残でございま

す。 

 次に、附属資料について御説明を申し上げ

ます。 

 附属資料の12ページをお願いいたします。 

 県有財産処分でございますが、既に廃止

し、建物も解体済みである八代工業高等学校

教職員住宅の土地の一部を、元地権者である
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隣接地権者へ通路として売却したものでござ

います。なお、売却に伴う収入金額は、収入

済みでございます。 

 教育政策課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○國武学校人事課長 学校人事課長の國武で

ございます。 

 まず、定期監査における指摘事項はござい

ません。 

 次に、歳入について御説明をいたします。 

 説明資料の６ページをお願いいたします。 

 まず、使用料及び手数料でございますが、

主なものとしましては、県立学校授業料や県

立学校入学金でございます。 

 このうち、県立学校授業料につきまして

は、平成26年度入学生から、これまでの授業

料無償制度から就学支援金制度に変更になっ

たことによる新１年生、現２年生の分の授業

料収入でございます。 

 次に、７ページの国庫支出金でございます

が、主なものといたしましては、公立高校授

業料無償制度に伴う公立高等学校授業料不徴

収負担金、就学支援金制度に伴う高等学校等

就学支援負担金及び義務教育学校教職員の給

与に係る義務教育学校職員費負担金でござい

ます。 

 このうち、高等学校等就学支援負担金につ

きましては、就学支援金制度の導入による国

庫負担金収入でございます。これは、保護者

等の収入に照らして、経済的負担を軽減する

必要があると認められた生徒に対しまして、

国が授業料と同額の就学支援金を県を通じて

支給するものですが、県は、この交付金を、

先ほど御説明しました授業料収入に直接充て

ることで、生徒は授業料を納付する必要がな

くなるものでございます。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 財産収入でございますが、主なものとしま

しては、特別支援学校での作業実習に係る実

習生産物売り払い収入でございます。 

 次に、諸収入でございますが、主なものと

しましては、県立学校に設置している売店の

電気料等に係る雑入でございます。 

 なお、歳入につきましては、不納欠損額、

収入未済額はございません。 

 次に、９ページをお願いいたします。 

 歳出について、主なものを御説明いたしま

す。 

 まず、教育総務費の事務局費、教職員人事

費でございますが、予算額のほとんどが人件

費であり、多くが退職手当でございます。 

 不用額につきましては、自己都合等の退職

者が見込みより尐なかったことによる退職手

当等の執行残でございます。 

 次に、このページの最終行の小学校費の教

職員費、１ページおめくりいただきまして10

ページ２行目の中学校費の教職員費及び５行

目の高等学校費の高等学校総務費でございま

すが、これらの不用額も、いずれもそのほと

んどが教職員給与費、人件費の執行残でござ

います。 

 教職員給与費につきましては、毎年度、12

月１日現在の現員数で所要額を見込み、２月

補正をお願いしておりますが、その後の休職

や育児休業等の変更に伴いまして執行残が発

生したものでございます。 

 今後とも、人件費の予算計上に当たりまし

ては、できるだけ執行残が尐なくなるよう努

力してまいります。 

 次に、高等学校費の全日制高等学校管理

費、11ページの定時制高等学校管理費の通信

教育費でございますが、これは、高等学校の

光熱水費や事務経費等、学校の管理、運営に

係る経費でございます。 

 不用額は、各学校において、光熱水費や事

務経費の節減に努めたことによる執行残でご

ざいます。  

 最後に、特別支援学校費でございますが、

これは特別支援学校に係る教職員の人件費及
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び学校の管理運営費等でございます。 

 不用額につきましては、教職員の人件費の

執行残と管理運営費の経費節減による執行残

でございます。理由につきましては、先ほど

御説明した高等学校の人件費及び管理運営費

と同様でございます。 

 学校人事課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○河村社会教育課長 社会教育課長の河村で

ございます。 

 まず、定期監査における指摘事項はござい

ません。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 説明資料の12ページをお願いいたします。 

 使用料及び手数料でございますが、主なも

のとしては、県立図書館の売店等設置に伴う

行政財産使用料でございます。  

 次に、国庫支出金でございますが、主なも

のとしては、放課後子ども教室の実施に係る

放課後子ども教室推進事業費補助でございま

す。 

 次に、13ページをお願いいたします。 

 中段以降の財産収入及び諸収入でございま

すが、主なものとしては、熊本県青年会館敷

地に係る土地貸付料でございます。 

 なお、歳入につきまして、不納欠損額、収

入未済額はございません。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 14ページをお願いいたします。 

 社会教育総務費でございますが、主なもの

としては、社会教育及び生涯学習の振興に関

する事業、青尐年教育施設の管理、運営及び

耐震改修等事業に係る経費でございます。 

 不用額の主な内容は、放課後子ども教室推

進事業や学校・家庭・地域連携推進事業、青

尐年教育施設耐震改修等事業などにおける経

費節減に伴う執行残でございます。 

 次に、図書館費でございますが、熊本県立

図書館の管理、運営及び熊本県立図書館・熊

本近代文学館機能拡充事業に係る経費でござ

います。 

 不用額の主な内容は、熊本県立図書館・熊

本近代文学館機能拡充事業における経費節減

及び入札に伴う執行残でございます。 

 社会教育課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○手島文化課長 文化課長の手島でございま

す。 

 まず、定期監査における指摘事項はござい

ません。 

 歳入について、主なものを御説明いたしま

す。 

 説明資料の15ページをお願いいたします。 

 使用料及び手数料のうち主なものは、装飾

古墳館観覧料及び美術館観覧料でございま

す。 

 16ページの国庫支出金のうち主なものは、

埋蔵文化財の予備調査に要する経費等への国

庫補助金でございます遺跡発掘調査費補助で

ございます。 

 また、18ページの諸収入のうち主なもの

は、国などからの発掘調査の受託に伴う発掘

調査受託事業収入でございます。 

 なお、歳入につきましては、不納欠損額、

収入未済額はございません。 

 次に、歳出について、主なものを御説明い

たします。 

 20ページをお願いいたします。 

 まず、文化費のうち主なものは、国からの

受託事業でございます埋蔵文化財発掘調査事

業や国、県指定文化財の保存整備に補助金を

交付いたします文化財保存事業、そして、鞠

智城整備事業、文化課職員の人件費でござい

ます。 

 文化費の不用額のうち主なものは、入札残

と経費節減に伴う執行残でございます。 

 次に、美術館費のうち主なものは、展覧会

事業費、細川コレクション永青文庫推進事
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業、美術館職員の人件費でございます。 

 美術館費の不用額のうち主なものは、入札

残と経費節減に伴う執行残でございます。 

 文化課は以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○西川施設課長 施設課長の西川でございま

す。 

 まず、定期監査における指摘事項はござい

ません。 

 歳入につきまして御説明申し上げます。 

 21ページをお願いします。 

 使用料及び手数料でございますが、主なも

のといたしましては、行政財産の目的外使用

許可の収入でございます。 

 国庫支出金でございますが、主なものとい

たしましては、かがやきの森支援学校新築事

業の特別支援学校施設整備などに係る補助で

ございます。 

 22ページをお願いします。 

 財産収入でございますが、主なものといた

しましては、財産運用収入といたしまして、

校長宿舎の家屋貸付料などの収入でございま

す。 

 諸収入でございますが、主なものといたし

ましては、県立学校施設整備事業の工事施工

における履行期限遅滞に伴う損害金でござい

ます。 

 繰越金でございますが、前年度明許繰り越

し分でございます。 

 以上、いずれも不納欠損額、収入未済額は

ございません。 

 続きまして、歳出について、主なものを御

説明申し上げます。 

 23ページをお願いします。 

 教育費でございますが、教育総務費のうち

事務局費は、市町村立学校の施設整備に係り

ます市町村への指導、調査に要した経費でご

ざいます。 

 次に、高等学校費でございますが、全日制

高等学校管理費は、県立学校の校舎管理に要

した経費でございます。 

 24ページをお願いします。 

 学校建設費でございますが、翔陽高校ほか

54校の高等学校施設整備事業に要した経費で

ございます。 

 不用額を生じた主な理由でございますが、

高等学校施設整備事業における入札等に伴う

執行残でございます。 

 なお、翌年度繰越額につきましては、後ほ

ど、特別支援学校費分とあわせまして、附属

資料において御説明申し上げます。 

 特別支援学校費でございますが、熊本かが

やきの森支援学校ほか16校の施設整備、改築

事業などに要した経費でございます。 

 不用額を生じた主な理由は、入札等に伴う

執行残でございます。 

 次に、附属資料について御説明いたしま

す。 

 １ページをお願いします。 

 繰越事業調べでございます。 

 校舎新・増改築事業につきましては、熊本

工業高校ほか２校の事業を繰り越すことにな

ったものでございます。 

 次に、県立高等学校施設整備事業でござい

ますが、熊本高校ほか50校の事業を繰り越し

ております。 

 １ページから３ページにかけまして、その

内訳を記載しております。３ページの中ほど

をお願いします。 

 特別支援学校施設整備事業でございます

が、菊池支援学校ほか11校の事業を繰り越し

ております。 

 繰り越し理由の主なものといたしまして

は、学校行事や授業などにより工事施工期間

の調整が必要となったため、また、工法の選

択に当たり、不測の日数を要したことなどで

適正な工期が確保できず、年度内の執行が困

難となり、繰り越したものでございます。 

 施設課は以上でございます。御審議のほど
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よろしくお願いいたします。 

 

○越猪高校教育課長 高校教育課長の越猪で

ございます。 

 まず、定期監査における指摘事項はござい

ません。 

 次に、説明資料25ページから36ページの一

般会計、熊本県立高等学校実習資金特別会計

及び熊本県育英資金等貸与特別会計につい

て、順に御説明いたします。 

 まず、25ページから27ページまでの一般会

計の歳入について御説明いたします。 

 25ページから26ページまでの使用料及び手

数料、国庫支出金、財産収入、繰入金につき

ましては、不納欠損額及び収入未済額はござ

いません。 

 26ページ、最下段の諸収入でございます

が、定時制通信制修学奨励資金貸付金回収金

の収入未済額につきましては、同修学奨励資

金の返還金でございます。これは、貸与制の

中途退学に伴う貸与金の返還金でございまし

て、87万7,000円が収入未済となっておりま

す。 

 この未収金につきましては、法的措置とし

て支払い督促申し立てを行うなど、未収金解

消に努めているところでございます。詳細に

つきましては、後ほど説明させていただきま

す。 

 次に、28ページから30ページまでの一般会

計の歳出について御説明いたします。 

 28ページの教育総務費のうち事務局費につ

きましては、県立高等学校教育整備推進事業

費等でございます。不用額は、経費節減に伴

う執行残でございます。 

 次の教育指導費は、高等学校英語指導助手

費や県立学校の初任者研修、高校生キャリア

サポート事業、スクールソーシャルワーカー

配置事業等に要した経費でございます。不用

額は、主に人件費等の執行残でございます。 

 29ページになりますが、中学校費の教育振

興費は、県立中学校入学者選抜に係る費用等

でございます。 

 高等学校費のうち教育振興費は、高等学校

産業教育設備整備費や奨学のための給付金事

業等に要した経費でございまして、不用額

は、奨学のための給付金事業の給付対象者の

見込み減に伴う執行残でございます。 

 学校建設費でございますが、県立高等学校

再編統合に伴う施設整備に要した経費でござ

いまして、不用額は、入札等に伴う執行残で

ございます。 

 次に、30ページをお願いいたします。 

 ２段目の諸支出金でございます。 

 県立高等学校実習資金特別会計繰出金は、

同特別会計の水産高等学校費への繰出金でご

ざいます。不用額は、経費節減に伴う執行残

でございます。 

 以上が一般会計に関する説明でございま

す。 

 続きまして、31ページをお願いします。 

 熊本県立高等学校実習資金特別会計でござ

います。 

 まず、歳入につきましては、31ページから

32ページでございます。 

 使用料及び手数料、財産収入、繰入金、諸

収入及び繰越金のいずれも、不納欠損額及び

収入未済額はございません。 

 次に、33ページをお願いいたします。 

 歳出でございますが、農業高等学校費は、

農業高等学校における農産物、畜産、食品加

工等の実験、実習と運営に要した経費でござ

います。不用額は、経費節減に伴う執行残で

ございます。 

 水産高等学校費は、水産高等学校における

実習船による操業、水産物の食品加工等の生

産的実験・実習と運営に要した経費でござい

ます。不用額は、経費節減に伴う執行残でご

ざいます。 

 続いて、34ページからは、熊本県育英資金

等貸与特別会計でございます。 
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 まず、歳入につきましては、34ページから

35ページでございます。 

 国庫支出金、財産収入、繰入金、繰越金に

ついては、不納欠損額及び収入未済額はござ

いません。 

 34ページ、最下段の諸収入につきまして

は、育英資金貸付金の償還金でございまし

て、償還元金、35ページの延滞利息等を合わ

せまして１億265万7,000円が収入未済となっ

ております。 

 この未収金対策につきましては、法的措置

として支払い督促申し立てを行うなど、未収

金の回収に努めているところでございます。

詳細につきましては、後ほど改めて説明をさ

せていただきます。 

 次に、36ページをお願いいたします。 

 歳出でございますが、育英資金等貸付金

は、貸与者への貸付金や事務費でございまし

て、不用額を生じた理由は、退学や辞退等に

より貸与者が見込みより尐なくなったことに

よるものでございます。 

 次に、附属資料について御説明いたしま

す。 

 附属資料の５ページをお願いいたします。 

 収入未済について御説明いたします。 

 １の平成26年度歳入決算の状況の備考欄に

記載のとおり、定時制通信制修学奨励資金の

返還金でございます。 

 収入未済額は、表の中ほどにありますよう

に、87万7,000円となっており、収入未済額

の過去３カ年の推移は２のとおりでございま

す。 

 過年度分につきましては、電話、文書によ

る督促を実施し、着実に成果を出してきてい

るところではございますが、現年度分につき

ましては、新規返還者の未収金が19万6,000

円となっております。 

 債務者の内訳は、３の平成26年度収入未済

額の状況のとおりでございます。 

 未収金対策の取り組みとしましては、継続

的に電話、文書、訪問による督促を行い、長

期滞納者に対しては、育英資金に準じて法的

措置を行いながら、未収金の解消に努めてま

いります。 

 続いて、６ページをお願いいたします。 

 育英資金の収入未済額でございます。 

 １の平成26年度歳入決算の状況の左側、款

項目節をごらんいただきたいと思いますが、

収入未済額の内訳は、元金、延滞利息及び年

度後返納になります。 

 年度後返納とは、退学等により資格がなく

なった後に誤って貸与された者に係る収入未

済額でございます。 

 中ほどに収入未済額の欄がございますが、

上から順に、元金が7,445万1,000円、延滞利

息が2,772万2,000円、年度後返納分が48万

4,000円、合計で１億265万7,000円となって

おります。 

 また、２の収入未済額の過去３カ年の推移

につきまして、平成26年度は、収入未済額が

１億265万7,000円となり、前年度に比べ

1,053万3,000円増加しております。 

 収入未済者の内訳は、３の平成26年度収入

未済額の状況のとおりでございます。 

 元金、延滞利息の滞納が198人、年度後返

納が６人と、合わせますと合計で204人とな

り、所在不明の15人については、関係市町村

へ住所照会を行うなどして所在の確認に努め

ております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 平成26年度の未収金対策の取り組みをまと

めております。 

 当課では、収入未済額の増大が育英資金制

度の存続にもかかわる深刻な課題であること

から、そこに記載してありますように、２の

回収業務におきましては、早期催告の徹底に

より滞納の早期解消に努めたほか、電話及び

訪問を通じて滞納者の状況確認や財産調査を

行い、さらに、毎年10月から返還開始となる

新規返還開始者への周知徹底を行うなど、未
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収金回収に努めております。 

 次に、法的措置の取り組みでは、電話によ

る催告を続けても応じない、おおむね３カ月

以上の長期滞納者に対しては、法的措置を行

うこととしておりまして、平成26年度は、37

件の支払い督促の申し立てを行い、１件の強

制執行を行ったところです。 

 奨学金の返還意識の醸成では、奨学生に対

して自覚を促すため、奨学金は後輩の奨学金

の財源になるため、必ず返還することを周知

するとともに、中学校と連携し、生徒自身

が、奨学金を借りて高校で何を学び、卒業後

どのように返還していくのかを具体的に考え

させるように依頼しているところでございま

す。 

 これらの取り組みの結果としまして、次の

ページに、平成16年度以降の調定額、未収金

額等の推移を表とグラフにしております。 

 この表を見ていただきますと、平成26年度

末の育英資金全体の収納率――表の右端の一

番下になりますが、は、89.4％となり、前年

度の89.1％よりも0.3ポイント改善いたしま

した。 

 また、そこには記載しておりませんが、現

年度の元金収納率に限りますと、98.2％とい

う高い数字を維持しておるところでございま

す。 

 このように収納率は改善いたしましたが、

未収金額――表の真ん中の列でございます

が、は、１億265万7,000円と、前年の9,212

万4,000円に対し、1,053万3,000円増加して

おります。 

 この要因としましては、平成26年度の調定

額が９億7,343万5,000円と、前年の８億

5,088万9,000円と比べて約１億2,000万円増

加し、これに伴い、収納率は改善したにもか

かわらず未収金額が増加したこと、また、こ

のことに加えて、過年度分の滞納につきまし

ては、平成22年度から給与差し押さえ等に取

り組んでまいりましたが、その結果、勤務先

不明者や生活保護受給者等の回収の困難な未

納者がほとんどとなり、滞納者が固定化して

きていることも、その要因の一つというふう

に考えております。 

 今後とも引き続き、滞納発生後の速やかな

督促を徹底するとともに、過年度滞納分につ

きましては、延滞の固定化を防ぐために、長

期間未払いの者を対象に、動産差し押さえ等

の強制執行を実施するなどして、未収金の解

消につなげていきたいと考えております。 

 高校教育課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○浦川義務教育課長 義務教育課長の浦川で

ございます。 

 まず、定期監査における指摘事項はござい

ません。 

 次に、資料37ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳入に関して御説明させていた

だきます。 

 国庫支出金につきましては、不納欠損額及

び収入未済額はございません。 

 また、国庫補助金のうち地域住民生活等緊

急支援のための交付金2,218万4,000円につき

ましては、全額を平成27年度へ繰り越してお

ります。このことにつきましては、後ほど附

属資料において御説明いたします。 

 次に、諸収入の雑入でございますが、収入

未済額373万7,000円は、県が平成12年に任用

したスクールカウンセラー１名が、資格要件

を満たしていなかったことが後日判明したた

め、任用当時にさかのぼってその任用を取り

消し、支払った報酬等の返還を求めているも

のでございます。これにつきましては、後ほ

ど附属資料において詳しく御説明いたしま

す。 

 続きまして、資料38ページをお願いいたし

ます。 

 一般会計の歳出に関して御説明させていた

だきます。 
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 教育指導費でございますが、児童生徒の学

力向上、いじめ・不登校対策、教員の研修な

どの事業に要した経費でございます。 

 不用額の主なものでございますが、非常勤

職員の人件費及び旅費の執行残でございま

す。 

 次に、附属資料につきまして御説明いたし

ます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 平成26年度繰越事業調べをお願いいたしま

す。 

 英語教育改革推進事業でございますが、こ

れは先ほど歳入に関する調べの際に申し上げ

ました地域住民生活等緊急支援のための交付

金を活用する事業で、具体的には、本県独自

の小学校用英語音声教材「Ｉ ＣＡＮ ＤＯ

 ＩＴ ！ Ｊｕｎｉｏｒ」を作成するもの

でございます。 

 繰り越しの理由は、平成26年度末に国から

交付決定されましたため、平成27年度に繰り

越して実施しているものでございます。 

 次に、９ページをお願いいたします。 

 平成26年度収入未済に関する調べをお願い

いたします。 

 収入未済につきましては、スクールカウン

セラー報酬等返還金に係る分でございます。 

 収入未済額は、１の歳入決算の状況に記載

のとおり、373万7,000円でございます。これ

については、３の収入未済額の状況に記載の

とおり、分割納付中となっております。 

 ４の未収金対策に経緯を記載しております

が、本件は、平成16年12月に返還が確定し、

返還請求を行うも返還がなく、その後、債務

者が平成18年１月に刑事事件で逮捕され、懲

役２年の実刑判決により平成20年３月まで服

役していたため、督促事務が一時中断してお

りました。出所後、平成20年度から督促を再

開しましたが、平成22年度までは債務者が無

職、無収入となり、実母と同居し生活支援を

受けている現状が続いたため、尐額の返還に

とどまっておりました。平成23年度以降は、

債務者が就業を開始したため、年度ごとに分

納誓約書及び納入計画書の提出を求め、返還

を求めた結果、納入計画に沿った返還があっ

ております。 

 平成26年度につきましても、平成25年度末

に面談を行い、分納誓約書及び平成26年度分

の納入計画書の提出を求め、確実な返還を求

めた結果、平成26年度は計37万3,000円の返

還がなされました。 

 今年度も、現時点で、毎月納入計画どおり

に返還がなされています。今後も引き続き、

本人の就業状況等を見ながら、未収金の回収

に努めてまいります。 

 義務教育課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○栗原特別支援教育課長 特別支援教育課長

の栗原でございます。 

 まず、定期監査における指摘事項はござい

ません。 

 続きまして、39ページと40ページをお願い

いたします。 

 一般会計の歳入について御説明をいたしま

す。 

 歳入につきましては、不納欠損額及び収入

未済額はございません。 

 続きまして、40ページをお願いいたしま

す。 

 国庫支出金でございますが、主なものとし

て、２段目の教育支援体制整備事業費補助

は、特別支援学校への看護師配置に係る補助

金でございます。 

 ３段目の教育方法等改善研究委託でござい

ますが、特別支援学校の専門性や機能を高め

るための文部科学省の委託事業でございま

す。 

 次に、41ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳出について御説明いたしま

す。 
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 まず、教育指導費でございますが、主なも

のとしては、特別支援教育充実事業やほほえ

みスクールライフ支援事業に要した経費でご

ざいます。 

 不用額は、ほほえみスクールライフ支援事

業の新たな対象者増に備え計上しておりまし

たが、申請がなかったことによるものでござ

います。 

 次に、特別支援学校費でございますが、特

別支援学校分教室等の運営や施設の改修等に

要した経費でございます。 

 不用額は、熊本かがやきの森支援学校運営

費の入札等に伴う執行残でございます。 

 特別支援教育課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いします。 

 

○古澤人権同和教育課長 人権同和教育課長

の古澤でございます。 

 まず、定期監査における指摘事項はござい

ません。 

 次に、説明資料42ページをお願いいたしま

す。 

 歳入について御説明いたします。 

 国庫支出金について、不納欠損額及び収入

未済額はございません。 

 諸収入につきましては、地域改善対策高等

学校等奨学資金貸付金回収金でございまし

て、現年度分67万7,000円、過年度分5,024万

4,000円、年度後返納分57万4,000円、合わせ

て5,149万4,000円が収入未済となっておりま

す。なお、不納欠損額はございません。 

 この未収金対策につきましては、催告とあ

わせて分割納付を指導するなど、関係市町村

と連携して未収金の回収に努めているところ

でございます。詳細につきましては、後ほど

御説明させていただきます。 

 次に、説明資料43ページをお願いいたしま

す。 

 歳出について、主なものを御説明いたしま

す。 

 教育指導費につきましては、課運営費及び

各種人権教育研修事業費等に係る経費でござ

います。 

 次に、教育振興費につきましては、高等学

校等進学奨励事業等に係る経費でございま

す。 

 次に、社会教育総務費でございますが、こ

れは人権教育関係補助事業等に係る経費でご

ざいます。 

 次に、附属資料について説明いたします。 

 10ページをお願いいたします。 

 平成26年度収入未済に関する調べをお願い

します。 

 １の平成26年度歳入決算の状況は、備考欄

に記載のとおり、地域改善対策高等学校等奨

学資金貸付金回収金でございます。 

 収入未済額の過去３カ年の推移は、下段の

２のとおりでございます。 

 収入未済額は、年々増加しておりました

が、平成22年度から減尐に転じております。 

 11ページをお願いいたします。 

 奨学資金の未納者は、奨学資金貸付金回収

金分と年度後返納分を合わせますと221名で

あり、その内訳は、３の平成26年度収入未済

額の状況のとおりでございます。 

 ４の平成26年度の未収金対策につきまして

は、返還事務の実務を行っている関係市町村

担当者の返還事務処理能力の向上を図るとと

もに、未納者に対して、年間を通じて電話や

文書による催告、分納指導等を行っておりま

す。 

 また、未収金特別対策として、未収金のあ

る市町村の担当者と共同で未納者に対する個

別訪問を実施し、未納者の生活状況等を把握

した上で、状況に応じた返還指導を行ったと

ころでございます。県外在住者につきまして

も、個別訪問による直接交渉を行っておりま

す。 

 取り組みの成果としましては、収入未済額

は5,149万4,000円となり、前年度末の5,796
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万9,000円から647万5,000円の減となってお

ります。 

 未納者数も、１人の重複を除き、220人と

なり、前年度より27人減尐しております。 

 人権同和教育課は以上でございます。御審

議のほうよろしくお願いいたします。 

 

○平田体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 定期監査における指摘事項はございませ

ん。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 説明資料の44ページをお願いいたします。 

 まず、分担金及び負担金でございますが、

主なものとしましては、熊本武道館管理運営

費の熊本市分担金でございます。 

 次に、使用料及び手数料でございますが、

主なものとしましては、体育施設に係る使用

料収入でございます。平成23年度から、全６

施設が利用料金制となっておりますので、収

入として上がっておりますのは、行政財産の

目的外使用許可に係る使用料のみでございま

す。 

 次に、45ページから46ページの国庫支出金

でございますが、主なものとしましては、文

部科学省の委託事業に係る歳入でございま

す。  

 次に、同じく46ページの諸収入でございま

すが、主なものとしましては、次の47ページ

１行目にございます雑入に記載しておりま

す、日本スポーツ振興センター事業の災害共

済給付金及び掛金でございます。 

 児童生徒の死亡等重大事故の発生がなく、

日本スポーツ振興センター事業からの災害共

済給付金の支払いが見込みより尐なかったこ

とから、予算現額に対しまして収入済み額が

尐なくなったものでございます。 

 歳入につきましては以上でございますが、

不納欠損及び収入未済額はございません。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 48ページをお願いいたします。 

 まず、保健体育総務費でございますが、主

なものとしましては、日本スポーツ振興セン

ター事業や県立学校における健康診断などに

係る経費でございます。 

 不用額につきましては、日本スポーツ振興

センター事業の災害共済給付金の執行残など

でございます。これは、さきに述べましたと

おり、災害共済給付金の支払いが見込みより

尐なかったことによるものでございます。 

 次に、体育振興費でございますが、主なも

のとしましては、地域スポーツ人材の活用実

践支援事業や国民体育大会、オリンピック選

手育成事業などに係る経費でございます。 

 不用額につきましては、国民体育大会にお

いて、選手の派遣に伴う旅費や宿泊費等が予

定よりも尐なかったことによるものでござい

ます。 

 次に、体育施設費でございますが、主なも

のとしましては、県民総合運動公園や県立総

合体育館、熊本武道館など、県営体育施設の

管理運営費、県立総合体育館改修整備事業、

藤崎台県営野球場防球フェンス施設設置工事

などでございます。 

 不用額につきましては、県立総合体育館改

修工事や藤崎台県営野球場防球フェンス施設

設置工事などの工事請負費の入札残などでご

ざいます。 

 体育保健課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○吉永和世委員長 以上で教育委員会の説明

が終わりました。 

 それでは、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。ありませんか。 

 

○ 大造委員 幾つかあるんですが、まず

最初に、高校教育課にお尋ねです。 

 28ページの州立モンタナ大学高校生派遣事

業って、これはずっと長年続いているかと思
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うんですが、15名の生徒をモンタナ州に派遣

ということで、ちょっと私も熊本に帰ってき

て15年ぐらいたっているんですけれども、こ

れで何か非常によかったとか、そういう話も

聞いたことないですしね。ちょっともう経済

が――まあ、日本って恵まれた環境で、行政

が高校生派遣までやる必要性というのがよく

わからないんですけれども、その辺教えてく

ださい。 

 

○越猪高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 熊本県州立モンタナ大学高校生派遣事業で

ございますが、これにつきましては、世界チ

ャレンジ基金を使わせていただいて実施をさ

せていただいているものでございます。 

 平成26年度につきましては、15名をモンタ

ナ大学へ派遣しまして、語学研修、地元の人

々との交流会ですとかを実施しているところ

でございます。 

 参加をしている生徒、また同行しておりま

す職員の評価でございますが、このモンタナ

州立大学で集中的な語学研修を受けることに

よりまして、英語の実力が上がったというこ

とと、あと異文化に対する理解が深まったと

いうことで、この事業については、ぜひ継続

をしていただきたいという要望もあっている

ところでございます。 

 以上でございます。 

 

委員 ちょっと私も英語をしゃべ

る仕事場で働いていたことがありますので、

ちょっと理解に苦しむんですよね。何のため

にやっているのかというのは、行政が――ぜ

ひ、僕は、大きく見直すべき事業の一つじゃ

ないかと思っています。要望です。 

 

○吉永和世委員長 ほかにありませんか。 

 

○藤川隆夫委員 ちょっとお尋ねなんですけ

れども、特別支援教育課のこのインクルーシ

ブ教育システム構築事業費補助って、インク

ルーシブ自体はよくわかるんですけれども、

その後の教育システムって、どんなふうにつ

くり上げていこうと考えているのか、ちょっ

と中身がわからないので教えてください。 

 

○栗原特別支援教育課長 今御質問がありま

したインクルーシブ教育システムですが、ま

ずインクルーシブ教育システムというのは、

人の多様性をより尊重すること……。 

 

○藤川隆夫委員 その付近はわかっとです

よ。 

 

○栗原特別支援教育課長 そういう障害のあ

る子とない子供が、可能な限りともに学ぶと

いう仕組みでございますが、このことを各学

校においてどういう――障害のある子が、一

緒にともに学ぶためには、どういう配慮です

とか、そういうさまざまな教育条件をどう整

えたらいいかということと、それから、いわ

ゆる通常の学級、小中学校の通常の学級にお

ける特別支援教育に加えまして、特別支援学

校ですとか特別支援学級、それから通級によ

る指導など、多様な学びの場を用意しておく

必要があると考えますので、そういう多様な

学びの場で障害のある子供たちが学べるよう

なシステムを構築していくということでござ

います。 

 

○藤川隆夫委員 話はわかるんですけれど

も、結局、障害者って、物すごく多様化して

いるじゃないですか。その子に応じた形のハ

ンドメードの対応をしなきゃいけないんだけ

ど、それをどうやってシステム化しようと考

えているのか、もう一つやっぱり話がよくわ

からない。 

 

○栗原特別支援教育課長 説明が不十分で失
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礼しました。 

 この事業は、まず、県立鹿本農業高校にお

きまして、合理的配慮協力員を１人配置し

て、高等学校の中でどのような合理的配慮を

行いながら、今先生がおっしゃった、一人一

人の子供のニーズに応じた教育を行っていく

かということを、３年間をかけて研究するも

のでございます。 

 ことしがちょうど３年目になります。11月

に、その研究成果を報告して、各学校におい

ても、一人一人の特別な教育的ニーズに応じ

て、どのような指導、支援をしていくか、そ

れから、個別の教育支援計画を活用した支援

の充実を行っていくあり方について、研究を

まとめる予定でございます。 

 

○吉永和世委員長 ほかに。 

 

○荒木章博委員 ちょっと３つぐらいお尋ね

したいと思っていますけれども、施設課のほ

うに、21から24ページに学校建設とか支援学

校建設とかあるんですけれども、今世に言う

くい打ちですよね。これについて、きちんと

した、やっぱり熊本県でも幾つかくい打ちの

中であっていると思うんですけれども、対象

には入ってないですよね、県の事業について

は。 

 

○西川施設課長 施設課でございます。 

 今委員のほうからお話がございましたとお

り、きのう付でございますが、旭化成建材株

式会社のほうから、過去10年間のくい工事の

実績の公表があっております。その中で、県

立学校、それから市町村立の公立学校も、施

工実績はないということになっております。 

 ただ、施設課といたしましては、万全を期

すために、今、旭化成建材のほうではないと

いう公表内容でございますが、過去10年間さ

かのぼって、改めて確認をしているという状

況でございます。 

 以上でございます。 

 

○荒木章博委員 要するに、その旭何とか研

ですか、のくい打ちだけの問題ではなくて、

過去に藤崎台球場の、要するに崖崩れがあっ

たんですよね。そのときは、100メートル先

のボーリングをして、それで判断したものだ

から、その場所が壊れたんですよ。そういっ

たことが県の事業の中でも起きているんです

よね。 

 だから、基礎に対する施設課の考え方、も

ちろん営繕課との取り組みの中で、そういう

学校施設とかスポーツ施設とか、両者で取り

組んでいかれることですけれども、今後、や

っぱりそういう何とか技研だけではなくて―

―過去に熊本県は失敗していることがあるん

ですよ、実際。数年前にも、藤崎台球場が崩

れているものだから。何で崩れたのかと問い

合わせて聞いて調べたら、100メートル先の

地質を同じく使っているんですよ。 

 だから、あの地域というのは、非常に地質

というのは――やっぱり距離感というのはち

ゃんと見きわめて、今後施設課あたりも対応

していただきたい、これは要望しておきま

す。回答は要りません。 

 そういったことが、実際、熊本県でも起き

ているということなんですよね。だから、そ

ういう大型のマンションとか学校とか、例え

ばかがやきの森とか、そういうところの問題

だけではなくて、そこを使わなかったからい

いんだということではなくて、熊本県も過去

にそういうことがあっているということだけ

を、私は、この場でちょっと報告をしておこ

うかなというふうに思っています。 

 それで、あとは、まあ私も教育警察の委員

会におりますから、あんまり、委員会で発言

していますから、ダブってないところを尐し

行きたいと思っているんですけれども、39か

ら40の特別支援教育課のほうにちょっとお尋

ねしますけれども、その中で、重度障害の関
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係で、今回、かがやきの森を建設したという

ことなんですけれども、予算を計上されてい

たんですけれども、画図に残る支援学校、そ

この状況あたりはどうなんですか。またそっ

ちも改築しなくていいんですか。それとも、

もうスペースは足りているんですか。かなり

過密だというふうに聞いて、重度障害の人が

施設から出ていったから、その空き教室を使

って整備をするということで聞いております

けれども、そこあたりをちょっとお尋ねした

いと思っています。 

 

○栗原特別支援教育課長 今委員御指摘は、

熊本支援学校の整備ということでよろしいで

しょうか。 

 

○荒木章博委員 はい、そうです。 

 

○栗原特別支援教育課長 現在、熊本支援学

校には、今御指摘があったとおり、かがやき

の森支援学校の子供たちが新しい学校に移り

ましたので、児童生徒数が206人学んでおり

ます。そして、かがやきの森の子供たちが新

しい学校に出た後の工事につきまして、教室

の改修等工事を現在行っているところでござ

います。 

 この工事も、今年度中に終了いたしまし

て、教室をふやしまして、知的障害の子供た

ちに合わせた教室に９教室ほどふやしまし

て、教室不足等の解消を図っているところで

ございます。 

 以上でございます。 

 

○荒木章博委員 だから、それがスペース的

に足りているのかということと、熊本市も今

後計画はあるやに聞いていますけれども、そ

ういったところ――私が聞いたのは、改修し

てやっているということは聞いていますの

で、それで足るのかということを聞いたんで

すね。 

 

○栗原特別支援教育課長 教室不足数が、26

年度は、熊本支援学校、26教室足りないとい

うことで、今回の改修によりまして14教室増

設することになりますので、10教室が依然と

して不足するという状況にあります。 

 その教室も、いわゆる普通の、一般のホー

ムルームで使う教室以外の特別教室ですね、

美術室とか図工室とか、そういうところが今

足りないという状況でございますので、今

後、この熊本支援学校の教室不足について

は、今後の児童生徒数の推移を見ながら、ま

た考えていく必要があると考えております。 

 

○荒木章博委員 10教室ぐらいが足らないと

いうことですね。毎年毎年、いろんな施策の

中でやって、決算でも出ておりますけれど

も、そういったところもできるだけ解消でき

るように、長期的な、まあ短期的なでも計画

を立てて、こういう問題も取り組んでいきた

いと思っております。 

 もう１つ私は質問したのは、熊本市も建設

するやに聞いていますので、そことの連携は

どうですかと聞いたんですね。 

 

○栗原特別支援教育課長 失礼しました。 

 熊本市のほうが、平成29年に、平成さくら

学園という、熊本市の南区の流通団地あたり

に高等部の学校を建設されます。 

 そのことにつきましては、私ども県教育委

員会と熊本市の教育委員会と、３カ月に１回

ぐらいの割合で、今年度からお互いの情報交

換を含めた連絡会議を持っておるところでご

ざいます。 

 そういうふうにして、熊本市の教育委員会

とも県教育委員会が連携しながら、特別支援

学校で学びたいというお子さんの学びの場を

確保していきたいと考えているところでござ

います。 
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○荒木章博委員 わかりました。熊本市と協

議して、熊本市も建設、28年度ですかね。 

 

○栗原特別支援教育課長 29年から開校で

す。 

 

○荒木章博委員 29年度に開校できるように

計画をするということですから、連携をとり

ながら今後取り組んでいただきたいというよ

うにお願いをしたいと思います。 

 それじゃもう１点、説明資料の28ページ、

これは高校教育課、38ページの教育指導費、

そして主な施策の150ページに、いじめ防止

対策関連事業、28ページに高校教育課は予算

が計上されておりました。そして、38ページ

には、不登校対策総合推進事業として取り組

んでおられます。 

 毎年毎年この問題は出てくると思うんです

けれども、熊本県のいじめや不登校に対する

取り組みというのは、非常に過去に自殺者が

出たり、残念ながらそういう事件が起きて、

教育長初め高校教育課、義務教育課も含め

て、かなり悩まれたというふうに思うんです

よね。 

 そういった中で、こういう取り組みをされ

て、本県のいじめの対策はどういう状況にな

っているのかですね。この予算化された効果

ですよね。効果について、両課に、高校教育

課、義務教育課、お尋ねしたいと思います。 

 

○浦川義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 義務教育課におきましては、いじめ対策と

いたしまして、まずは学校が総体として取り

組むということがございますが、外部の専門

家の活用というのを図っているところでござ

います。具体的には、スクールカウンセラー

とかスクールソーシャルワーカー等の任用、

これを年々拡充させていただいているところ

で、本当にありがたく思っております。 

 例えば、スクールカウンセラーにおきまし

ては、全ての教育事務所、そして山鹿市の教

育委員会、それから、平成26年度におきまし

ては、58の中学校にスクールカウンセラーを

配置させていただきました。 

 26年度の資料でございますけれども、スク

ールカウンセラーが、いじめに関しまして相

談に応じた件数というのは、平成25年度の81

件から、26年度が241件ということで、非常

に相談件数もふえておりまして、それだけ子

供たちに対する相談体制が充実してきている

ものというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○越猪高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 高校におきましては、平成26年度にスクー

ルカウンセラーを51校配置していただきまし

て、スクールカウンセラーを中心に、さまざ

まな取り組みを行っているところでございま

す。 

 県立51校に各１名ずつ配置していただきま

したので、生徒、保護者や教職員等への相

談、助言等が、25年度に比べますと、非常に

やりやすくなったということで、生徒の心の

問題の改善ですとか、あと解決、また、高校

では中退の問題もございますので、そういう

ものも含めて、有効に活用させていただいて

いるというところでございます。 

 ちなみに、26年度の相談件数につきまして

は2,184件ということで、このスクールカウ

ンセラーの活用につきましては、学校にとっ

て非常にありがたい、そういう制度だという

ことで聞いております。 

 また、スクールソーシャルワーカーにつき

まして、県内の拠点校に配置をしていただき

まして、湧心館高校、鹿本商工、八代工業、

26年度はその３校に配置をして活動していた

だいておりましたけれども、ここで支援をし

ていただいた生徒数につきましては、それこ



第６回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成27年10月23日) 

 

 - 41 - 

そ229件ございまして、学校単独ではなかな

か解決しづらい問題についても、スクールカ

ウンセラーが積極的に入っていって、問題の

解決等に取り組んでいるという状況でござい

ます。 

 続きまして、いじめ防止対策関連事業とい

うことでございますが、熊本県いじめ問題対

策連絡協議会の開催ですとか、そこに６項目

さまざまな取り組みを上げさせていただいて

おりますが、まずは学校の先生方が生徒にし

っかり向き合って、いじめですとか、高校で

言えば中退の問題ですとか、そういうものも

含めまして幅広く考えていただく機会、そし

て、それをまた県教育委員会が支援する、ま

た、県のほうでも、しっかり各協議会の委員

さん方に課題を共有していただくということ

で、県を挙げて、このいじめ防止対策につい

て、情報を共有化しながら進めているところ

でございます。 

 学校の生徒にとりましては、こういう環境

が整ったということで、以前よりもかなり、

悩みの相談ですとか問題行動等についての対

応等につきましても、しっかりとした対応が

していただけるということでございます。 

 以上でございます。 

 

○荒木章博委員 今、義務教育課、81から24

1と相談件数もふえた、高校のほうも、229に

ふえたということですね。予算化をした取り

組みが功を奏しているということですが、本

年度はどうですか、この配置の状況の中で。 

 

○浦川義務教育課長 本年度につきまして

は、スクールカウンセラーは、中学校への配

置を10校ふやしまして、68中学校に配置をさ

せていただいております。教育事務所、教育

委員会は従来どおりということで、これだけ

拡充をさせていただいております。 

 

○越猪高校教育課長 高校教育課でございま

すが、スクールカウンセラーにつきまして

は、27年度は分校等にも配置していただきま

して、全ての学校に配置をしていただけたと

いうことでございます。 

 それと、スクールソーシャルワーカーにつ

きましては、天草地区が26年度までは入って

おりませんでしたので、27年度につきまして

は、天草地区に配置をしていただいていると

いうところでございます。 

 以上でございます。 

 

○荒木章博委員 こういう決算の中から、か

なりスクールソーシャルワーカー初め取り組

みというのは、非常に予算化の中で取り組ん

でいるということで、本年度もふやしていく

ということで、これは子供たちが、相談、ま

た指導、いじめだけじゃなくて、不登校も含

めて、あらゆる角度の、やっぱり教育行政の

中で大切なことだと思いますね。そしてま

た、アンガーマネジメントですか、体育保健

課あたり、暴力に対しても厳しく対応してい

くと。 

 そしてまた、コミュニティースクールにお

いては、熊本県は、文科省の施策だけではな

くて、独自の熊本案を持って教育長みずから

取り組んでいかれて、将来文科省の案に合わ

せていくと。人事の問題とか、いろいろ問題

も尐しありますので、そういったところも、

また今度は山鹿でも研修をされると。もう終

わったのかな。 

 

○浦川義務教育課長 今委員がお尋ねの件

は、山鹿市と玉名管内を合同でシンポジウム

を開くものでございまして、11月24日に玉名

市のほうで開催することになっております。 

 以上でございます。 

 

○荒木章博委員 このコミュニティースクー

ルも、やっぱり地域を挙げた学校との取り組

み、そして地域を挙げたやっぱり地域との触
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れ合いの中での子供たちの受け入れ、そうい

うことで大事なことで、今言いましたよう

に、熊本型というのを全国に先駆けて、全国

の文科省の機関誌にも熊本版を紹介してあり

ましたので、引き続き教育長にも、過去の悲

しい出来事があったことも、こういうところ

で尐しずつ解消していける、まあ姿勢が私は

評価できることではないかなというふうに思

いますので、一応これはまた今後引き続き要

望しておきます。 

 以上です。 

 

○吉永和世委員長 ほかにありませんか。 

 

○ 委員 文化課にお尋ねなんですけ

れども、永青コレクション、細川コレクショ

ンについてちょっとお尋ねなんですが、公益

財団法人の永青文庫所有の文化財を、県が預

かったり、お借りしたりして調査、研究、も

しくは修復までやっているということなんで

すけれども、お隣の鹿児島県の島津のお殿様

は、たしかかなりの財産を鹿児島県に寄附し

て、それを鹿児島県が――まあ、自分のもの

になりましたからね。県民の税金を使って、

お隣の鹿児島県は管理、運営していっている

と。最大の違いは、細川さんの、まあ言って

みれば個人所有の財産を県がお借りして、い

ろいろ予算づけして、ここのところずっと調

査、研究、修復までやっていると。 

 こういった状態、ちょっと僕は理解しがた

いところがあるなと思っているんですけれど

も、いつまで一体続く予定なのかをお聞かせ

ください。 

 

○手島文化課長 文化課でございます。 

 今委員お尋ねの永青文庫の関係でございま

すけれども、実はこの部分につきましては、

基金事業ということで、民間からお金をいた

だきまして、今委員がおっしゃっていただき

ました寄託された財産を修復、そういった形

につきましては、そちらのほうの基金事業と

いうことで活用させていただいております。 

 せっかくそういった形で基金で直しました

ものとか、それを今度は美術館のほうの展示

ということで活用させていただいて、県民の

皆様方に還元しているというふうな位置づけ

の事業でございます。 

 以上でございます。 

 

○ 委員 県の税金というのは、一切

投入されてないと考えてよろしいですか。 

 

○手島文化課長 今申し上げたのは、修理、

寄託されたやつの調査、修理については、基

金事業で行っているということでございまし

て、せっかくそういった形で展示しているも

のにつきまして、美術館に来ていただくＰ

Ｒ、そういったところの経費については、県

のほうの事業費を入れさせていただいている

ところでございます。 

 

○ 委員 修復とか、そうしたら、あ

と何年ぐらいかかるんですかね。熊大に調査

してもらっているとか。 

 

○手島文化課長 それになると調査になるか

と思いますけれども、数万件の実は膨大な古

文書がございまして、それを調査していくだ

けでもかなりの日数がかかるかなというふう

に思います。 

 また、修復につきましても、寄託されたも

の全てを修復するということではなくて、基

金のものにつきまして、優先順位をつけて、

効果のあるもの、県民の皆さんに還元できる

ようなものを選びながら、修理、修復、調査

を行っていきたいということでございます。 

 

○ 委員 最後に、こういった細川コ

レクションとの県の関係、何年前から始まっ

て――基本、その財産の調査とかは、私の感
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覚からしたら、永青文庫自体がやるべき事柄

に属するんじゃないかなと思うんですけれど

も、その辺もお聞かせください。 

 

○手島文化課長 何年からということでござ

いますが、平成20年４月に常設展示をしてす

るような形にしております。調査自体は、済

みません、その前から始まっているかもしれ

ません。ちょっと私のほうで今手元には持っ

ておりませんのでお答えできませんが、尐な

くともそういった形の常設展示をしながらの

活用は、平成20年から行わせていただいてい

るところでございます。 

 

○荒木章博委員 いや、 委員が言われた

のは、要するに細川家に熊本県が払っている

でしょう、500万か、年間。300万だったか

な。そして、細川知事になったときに200万

上げたのよ、細川さんが知事になって。それ

で、今、年間どのくらい払っているかと、１

億超しているはずですよ。その点もあるんで

しょう、 先生。それは言ってください

よ、課長、手島さん。今、ちょっと私の質問

に答えてくださいよ。 

 

○手島文化課長 今のお話でございますけれ

ども、現在、毎年850万円、これは、先ほど

の永青文庫常設展示、また、それから２階の

ほうを改修したときに金額の見直しをさせて

いただいているところでございます。そうい

った形で活用させていただいているというと

ころでございます。 

 

○荒木章博委員 私が質問したのは違うんで

すよ。細川財団に、毎年幾ら熊本県は払って

いて、そして、年間、今までに払ったお金は

幾らかと言っているんですよ。 

 

○手島文化課長 毎年850万円でございまし

て、今までの累計でということでございます

が、済みません、今ちょっと手元にはござい

ませんので、それはまた先生のほうにお答え

したいと思います。 

 

○荒木章博委員 もう１億超しているんです

よ。だから、年間850万は熊本県が払って、

そして細川家の品物をぐるぐるぐるぐる回し

ていたんですよ。その中に、重要文化財と

か、そういう一級品が熊本県に来ないから、

やっぱりそういうことじゃ、お金を年間850

万も払っている。これはだんだん上がってい

ったんですよ。だから、そういうところをき

ちんとやっぱり――その850万熊本県が払っ

ているんだから、熊本県の財産に対して細川

財団に払っている。修理代は修理代でまた別

なんですよ。そうでしょう、違います。850

万の中に修理代は入っていますか。 

 

○手島文化課長 それは850万の中に入って

おりません。修理代とは別でございます。 

 

○荒木章博委員 850万の修理代は、そのう

ち何％ですか、大体。 

 

○吉永和世委員長 入ってないと言ったでし

ょう。 

 

○手島文化課長 入っていません。 

 

○荒木章博委員 入ってないんでしょう。だ

から、そういうところを細川財団ときちんと

しないと、だから、二流・三流品を熊本県に

展示してもだめなんですよ、はっきり言う

て。850万払っているんだから、もう１億超

しているんだから。もう２億近いかもしれぬ

ですよ。それは資金力なんだから、財団の。 

 だから、そこのところ――もうそれ以上い

ろいろ言いませんけれども、資料を持ってき

てないから言わないけれども、そういうきち

んとしたやり方をやっぱりして、細川コレク
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ションがいいものを県民に発信できるよう

に、やっぱり今後やってください。 

 そして、あわせて、要するに広報とかに使

いますよ、パンフレットとかポスターとか。

その費用は年度年度に予算化しているんです

から、はっきり言うて。850万とは別ですか

ら。そして修理代ですから。だから、県民の

財産を、今鹿児島の話も出ましたけれども、

そういったところも含めて、今後やっぱりき

ちんと検討してほしいということです。 

 以上です。 

 

○坂田孝志委員 これは施設課なんですか

ね、高等学校のエアコン、クーラー設備は、

これはどうなっていますか。 

 

○西川施設課長 施設課でございます。 

 空調設備でございますが、まず普通高校と

それと特別支援学校、これを分けて考える必

要がございますが、特別支援学校について

は、体温調整とか、そういったのが十分でき

ない方もいらっしゃいますので、これは県の

ほうで設置しております。 

 普通高校でございますが、普通高校につい

ては、常時職員が常駐するところ、そこにつ

いてはエアコンを設置しておりますが、それ

以外のところについては、保護者会、ＰＴ

Ａ、そういったところで設置していただいて

いるという状況でございます。 

 

○坂田孝志委員 保護者会とか同窓会です

ね。そういう方々の善意といいますか、厚意

に委ねているという感じですよね。 

 

○西川施設課長 おっしゃるとおりでござい

ます。 

 

○坂田孝志委員 あのですね、こんなことが

あったかな。ある学校の、緑が尐なくて、教

育環境が非常に悪いと。やっぱり緑を植え

て、教育環境を大事にしていこうという中

で、私もその同窓会に払いましたかな。そし

て、そこの敷地に緑を植えようとした。とこ

ろが、県からは、これは県の施設だ、県有物

だ、こんなところに勝手に木とか何かを植え

てもらっては困ると。同窓会の善意だ、今み

たいに。厚意で学校の教育環境を守ろうとし

たのに、できないと言った。じゃあ、できな

いんだったら、施設課で責任持ってやってく

れと。4,000万か5,000万ぐらいのお金がかか

ったでしょう。 

 じゃあ、方針を今変えておられるんです

か。同窓会がつくっているということで今お

っしゃいましたですね。ということは、そう

いう同窓生の厚意によって学校の施設整備を

整えると。以前の方針と今変えられて、そう

いう方々に委ねているということなんですか

ね。 

 

○西川施設課長 今のお話は、学校の運営

と、それから行政財産の目的外許可というこ

とになります。 

 学校運営上支障があるかどうか、それと学

校運営上必要かどうかで施設課で対応するも

のもございますし、運営上支障がないもの

で、学校運営上資するものについては、適切

である場合は許可をしていると、そういうこ

とでございます。 

 

○坂田孝志委員 意味がようわからぬがな。 

 私は、やっぱりそういう同窓生の方々の善

意があったとするならば、それは前向きに受

けとめてやるべきであると思いますがね。思

いますが、今耐震設備だとか設計なんかやっ

ているでしょう、耐震で改修とかですね。や

はり本来は、学校の施設だから、同窓会の善

意に委ねるのもいいでしょうが、やっぱり年

次計画を置いて、そういう施設整備を整えて

いく、これがやっぱり私は本来の姿じゃなか

ろうかなと。 
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 足りないところはお互いで補う点も必要で

しょうが、そういうことをやっぱりやってい

くことが学校の教育環境を守ることにつなが

ることではないのかなと、このように思って

おりますので。私もそんなことを聞いたから

ですね。電気代とか運営費は県が出すと、設

備は同窓生がみんなで募ってする、やっぱり

そういうのは考えるべきじゃないかなと、こ

のように思いましたので、発言をさせていた

だいたところであります。 

 

○吉永和世委員長 ほかにありませんか。 

 

○山本伸裕委員 38ページ、義務教育課の学

力向上の取り組みについてお尋ねしたいんで

すが、これは施策成果の冊子の152ページに

も掲載されておりますけれども、ゆうチャレ

ンジの問題ですね。 

 これは、現場の先生にお話を聞いたら、相

当このゆうチャレンジの取り組みのために労

力を割かれていると。そして、どういった具

体的な取り組みをやっているかというと、過

去問を繰り返しやらせよるという話なんです

よ。 

 果たしてそれで本当に子供たちの学力向上

につながるのかということは、非常に私疑問

なところなんですけれども、学力調査という

ことであれば、悉皆調査でなくて、抽出した

調査でもいいんじゃないかと。よっぽど労力

も時間もお金も節約できるんじゃないかとい

うふうに思うんですが、どうでしょうか。 

 

○浦川義務教育課長 今御指摘の県学力調査

でございますが、この調査は、熊本市以外は

悉皆でやっております。そして、４月には、

小学校の６年生と中学校の３年生を対象とし

た全国学力・学習状況調査がございます。 

 本県では、この２つの調査を、学力向上に

向けて大きなる一つの柱と位置づけまして、

そして、その結果を分析しながら、そして次

の授業改善につなげるということで、これは

全ての子供たちがそれを受けることによっ

て、その授業改善が進むというふうに考えて

おります。 

 過去問の話でございますが、それぞれの問

題、非常に検討がなされた良問でございま

す。例えば、授業の終わりであったり、単元

の終わりであったり、あるいは学年の終わり

であったり、そういった節目節目で適切に活

用していくことによって、学力の定着あるい

は理解度あたりの測定ができるものというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

 

○山本伸裕委員 私も、ゆうチャレンジ、県

のホームページで見てからちょっと研究させ

てもらったんですけれども、12月にゆうチャ

レンジの学力調査をやって、そして結果を分

析して、１月、２月で課題を克服するという

ことで、４月の全国の学力調査に向かって臨

んでいくというようなことになっているわけ

ですよね。それで、言うなら、４月の学力調

査のための対策に、相当な力を入れていると

いうような雰囲気を感じるわけです。 

 本当に子供たちが、そういった過去問対策

なんかの重点の取り組みで学力が身につくの

かなと、私は本当に心配になるんですよ。特

に、子供たちなんかは、やっぱり実際に自分

たちのいろんな経験とか、感じたり、自分で

判断したりとか、そういったことを通じて学

んでいく力というか、生きていく力、自分の

頭で判断する力というか、育てていくと思う

んです。だから、学校の先生たちも、いろん

な教材研究に力を入れて、子供たちがどうい

う学力を身につけていくかというのを、一生

懸命考えて取り組んでおられると思うんで

す。 

 そういったところが、現場が過去問に物す

ごい労力をとられてしまって、教材研究にも

時間がなかなか費やせないというようなこと
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で、悲鳴が上がっているわけですよね。これ

は、私は、本当子供たちの学力向上という点

でも、深刻な問題になりゃせぬかということ

を逆に心配しております。 

 

○浦川義務教育課長 まず、全国学力・学習

状況調査と県学力調査は、行っております教

科も違っております。県学力調査の場合に

は、例えば英語であったり、中学校で言いま

すと理科とか社会とか、学年も、小学校の３

年生から中学校の２年生まで実施ということ

で、全国学力・学習状況調査の、まあそれと

もつながってはまいりますけれども、全てが

それに向かってということではございませ

ん。 

 学力は、きちっと定着させていくというの

は非常に重要なことでございますので、その

学年で学んだことがきちっと身についている

かどうかというのは、その学年の間に確認を

して、そして、もし不十分であればきちっと

進級する前に力をつけてやると、これは学校

の非常に大きな責務というふうに考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

 

○山本伸裕委員 学校の先生方も、一生懸命

やっぱり子供たちのことを考えて、教材研究

なんかにも力を入れておられるわけですか

ら、そういった教材研究の時間なんかもしっ

かり確保できて、それが教育に生かせていけ

るように、ぜひ配慮をお願いしたいと思って

おります。 

 それからもう１点、委員長よろしいでしょ

うか。 

 43ページ、同和教育の問題です。 

 平成26年度の人権教育推進の資料、熊本県

人権教育・啓発基本計画によると、依然とし

て同和問題を人権問題の重要な柱として捉え

るというような認識が書かれておりますし、

また、平成26年度の中学３年の社会科資料

「人権と共生社会」という資料では、人権問

題という言葉の前に、部落問題を初めとする

という言葉が必ずついているわけですね。 

 私は、今、やっぱり本当人権問題、人権侵

害という問題では、いろんな社会的な問題が

出てきているというふうに思うんですね。そ

れは、犯罪被害者であったり、ヘイトスピー

チであったり、民族、宗教であったり、ホー

ムレスであったりですね。今日的な問題も含

めて、いろんな人権侵害が出てきている。 

 ここで殊さらに、もう既に社会的な差別問

題としての部落問題というのは、基本的に解

決しているという国の認識のもとで、部落差

別という言葉を一々つけていくということ

は、逆に、この人権問題、人権教育に対す

る、まあ誤った偏見といいますか、というも

のを植えつけかねないんじゃないかと、寝た

子を起こすというようなことにもつながるん

じゃないかというふうに心配しているわけで

す。 

 そういった点では、ちょっとこの人権教育

についての認識を、やっぱり今の情勢にかみ

合った形で進めていくべきじゃないかという

ふうに思っておりますが、いかがでしょう

か。 

 

○古澤人権同和教育課長 人権同和教育課で

ございます。 

 本年は、同和対策審議会答申が出されまし

て、50年目の節目になっております。それを

受けまして、平成８年に地対協意見具申が出

されております。その中では、まだこの同和

問題は解決をしていないと、同和問題を人権

問題の重要な柱として引き続き取り組んでい

くという意見具申が出されております。 

 それを受けまして、推進法が平成12年にで

きまして、それを受けまして県のほうで熊本

県人権教育・啓発基本計画が策定されており

ます。それに乗って教育のほうも、今進めて

いるところでございます。 
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 そういうことで、同和問題、まだ解決して

おりませんので、そこは丁寧にやっていくと

いうことと、委員がおっしゃいましたとお

り、近年は、そのほかにもさまざまな人権課

題が、新たな人権課題が出てきております。

それもきちんと丁寧に取り組んでいく、そう

いう認識でおります。 

 以上でございます。 

 

○山本伸裕委員 なかなかこの問題は、ちょ

っと一致できないかなと思いますので、引き

続きこれはまた別の機会にでもぜひ問題提起

していきたいと思うんですけれども、やっぱ

り正しい人権感覚を身につける人権教育とい

うようなことで、ぜひしっかり取り組んでい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○吉永和世委員長 ほかに。 

 

 14ページの社会教育課にお

尋ねです。 

 地域の寺子屋推進事業というのに800万円

ほど予算がついているんですけれども、ちょ

っといまいち内容がわからないので教えてく

ださい。 

 

○河村社会教育課長 地域の寺子屋事業、熊

本県独自で、予算としては単県、熊本県が全

て費用を出している事業でございます。 

 地域の寺子屋という名のとおり、地域で、

特に学校と地域が連携をして子供の学習を支

えようという、総称、呼び名ということで、

具体的な事業といたしましては、国が行って

おります学校支援地域本部事業というもので

あったり、放課後子ども教室、また、本年度

から補習等を行っている地域未来塾という、

まあいろいろな、さまざまな地域と学校が連

携して行う事業を支えるということで、それ

をプランニングするということで、地域の寺

子屋事業の予算の中に、プランナーという

方、これを３名配置するための報酬というも

のが１つございます。それが、プランナーの

方がいろいろ地域と学校の教育の場のプラン

ニングをする。 

 もう一つが、そこに出向く方なんですね。

もちろん、教員の方々はいらっしゃいます

が、ボランティアということで、例えば学習

ボランティアということで、大学生の方が夏

休みに子供に教えに行くときのそのボランテ

ィアさんの旅費とか、また、体験授業という

ことで、地域のおじいちゃん、おばあちゃん

が自然体験を学校で教えるときの旅費とかと

いうふうなものを、そういったボランティア

の方の旅費と、こういったプランナーのお金

とボランティアの方のお金という２つの事業

が入っておりまして、それで学校、家庭、地

域が連携して教育活動等を行っていくと、そ

れを支えるというような事業でございます。 

 

 ほかにも似たような内容の

事業があるような感じがするんですけれど

も、全く異質のものと考えてよろしいでしょ

うか。 

 

○河村社会教育課長 異質というか、おっし

ゃっているのは、先ほど申したような事業は

あります。それをつなぐと言ったら変な話か

もしれませんが、やはり市町村が受託をして

行う中で、なかなかマンパワーとかノウハウ

とかがないというところで、ここは市町村

が、先ほど申しました事業を行う際に、県と

しても、そこは広域的にとか、あとは専門的

に県のノウハウがありますので、それをうま

く、市町村が個別に行うものをうまく進め

る、さらに加速するような、そういった手助

けとして地域の寺子屋というのを県として行

っている事業でございます。 

 

 了解です。 
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○吉永和世委員長 ほかにありませんか。 

  (「ありません」と呼ぶ者あり) 

○吉永和世委員長 なければ、これで教育委

員会の審査を終了します。 

 ここで、説明員の入れかえのため、14時45

分まで休憩します。 

  午後２時41分休憩 

    ――――――――――――― 

  午後２時45分開議 

○吉永和世委員長 委員会を再開します。 

 これより人事委員会事務局の審査を行いま

す。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために着座のままで簡潔にお願いします。 

 それでは、人事委員会事務局長から、決算

概要と資料の説明をお願いします。 

 宮尾人事委員会事務局長。 

 

○宮尾人事委員会事務局長 人事委員会事務

局でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 委員会説明資料をお願いいたします。 

 １ページ目は総括表でございますので、２

ページ目からお願いいたします。 

 歳入につきましては、２ページ、表の最上

段、諸収入の収入済み額が217万8,000円で、

不納欠損、収入未済はございません。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、表最上段、総務費の

支出済み額１億7,592万8,000円で、翌年度へ

の繰り越しはございません。 

 なお、不用額631万5,000円につきまして

は、主に職員採用試験の効率的な実施と市町

村から受託しております公平審査事務の減に

よる執行残でございます。 

 なお、定期監査における公表事項はござい

ません。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。

以上です。 

 

○吉永和世委員長 以上で人事委員会事務局

の説明が終わりましたので、これより質疑に

入ります。 

 質疑はありませんか。 

  (「ありません」と呼ぶ者あり) 

○吉永和世委員長 なければ、これで人事委

員会事務局の審査を終了します。 

 次回の第７回委員会は、10月26日月曜日午

後１時から、警察本部、各種委員会の審査を

行うこととしておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会します。御苦労さまでございました。 

  午後２時47分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 
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